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第２章 災害予防計画 第１０節 消防団員による地域防災体制の充実強化計画 

  ３３  女女性性団団員員及及びび若若年年層層等等のの入入団団促促進進とと団団員員数数のの確確保保  
消防団の組織の活性化のため、女性消防団員及び学生消防団活動認証制度等を活用し

た若年層の入団促進と、団員数の確保を図る。また、機能別分団員（大規模災害・予防

広報等特定の活動を実施する分団員）についても同様に入団の促進と団員数の確保を図

る。 
県及び市町村等は、団員確保に向けた啓発や資機材の整備等、消防団の充実強化に努

める。  
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第第１１１１節節  ボボラランンテティィアア活活動動支支援援環環境境整整備備計計画画  
（文化・教育・くらし創造部、関係部局） 

 
 
 
 
 
 
 
第第１１  災災害害時時ににおおけけるるボボラランンテティィアア活活動動支支援援体体制制のの整整備備  
    県及び市町村は、県及び市町村の社会福祉協議会、ボランティア団体及びＮＰＯ等の

関係機関・関係団体と連携・協働し、平時から災害時におけるボランティア活動の支援

を行うネットワークを構築・強化する。 
  また、県は、県社会福祉協議会と協働して、大規模災害に備え、平時より、全国域で

活動する中間支援組織（ボランティア団体、ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織

の活動調整を行う組織）との連携体制強化を図る。 
 
第第２２ 専専門門技技術術ボボラランンテティィアアのの確確保保 
   県は、専門的知識、経験や資格をもつ専門技術ボランティアの情報を収集し、関係課・

関係機関等と協議のうえ、積極的な登録を図る。 
（専門技術ボランティア） 
１ 建物判定（被災建築物応急危険度判定士） 
２ 地盤判定（地盤品質判定士、被災宅地危険度判定士） 
３ 砂防ボランティア 
４ 外国語通訳ボランティア 

  ５ 手話通訳、要約筆記ボランティア 
  ６ 心理カウンセラー 

  
第第３３ 災災害害時時活活動動へへのの迅迅速速なな対対応応 
  県及び市町村は、県及び市町村の社会福祉協議会等と協働して、災害時に迅速かつ効

果的に災害ボランティア活動が行われるよう、平時より、県民に対し、研修や訓練等の

実施により、災害ボランティア活動についての知識の習得機会を提供するとともに、ボ

ランティア団体・ＮＰＯ等の関係機関・関係団体等との連携強化を図る。 
 （具体的な取り組み） 
１  災害ボランティア養成研修の実施 
２ 災害ボランティアコーディネーターの養成 
３ ボランティアとの防災訓練の実施 
４ 奈良防災プラットフォーム連絡会との連絡調整 

ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性

に基づきその支援力を向上し、被災地のニーズに即した円滑なボランティア活動を進め

られるよう、県及び市町村は、平時より奈良県及び市町村の社会福祉協議会等と協働し

て、県内外のボランティア団体、ＮＰＯ等の関係機関・関係団体、住民と連携・協働し

て活動できる環境を整備する。 
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第第１１２２節節  ままちちのの防防災災構構造造のの強強化化計計画画  
（地域デザイン推進局） 

 
 
 
 
 
 
 
 
第第１１  都都市市施施設設にに求求めめらられれてていいるる防防災災機機能能  
道路、公園・緑地、河川等の都市施設は、延焼被害を極小化する遮断空間の役割等を

果たす防災空間である。 
  １１  道道路路のの防防災災機機能能  
 広幅員の幹線街路や区画街路は、災害時に緊急輸送道路、避難路及び延焼遮断帯とし

ての機能が求められている。 
  ２２  公公園園・・緑緑地地のの防防災災機機能能  
 公園・緑地は、災害時に避難場所、延焼遮断空間及び災害救援活動の拠点としての機

能が求められている。 
  ３３  河河川川のの防防災災機機能能  
河川空間は、災害時に一時集合場所や防災活動の拠点、延焼遮断帯としての機能が求

められている。 
  
第第２２  災災害害にに備備ええたた計計画画的的ななままちちづづくくりり  
  １１  防防災災ブブロロッッククのの強強化化  
災害時の火災の被害を最小限にするため、道路、公園・緑地、河川等の都市施設や不

燃建築物群等による延焼遮断帯を配置し、延焼拡大を防ぐ防災ブロックの強化に努める。 
各防災ブロック内においては、防災活動の拠点及び住民の避難場所の体系的な整備を

進める。 
  ２２  災災害害にに強強いい計計画画的的なな土土地地利利用用  
災害に強く、人々が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、都市計画との

連携により、まちの防災構造の強化に努める。  
 （１）災害時に一定の行政、医療サービス等を享受できるまちづくりの推進 
市町村は、都市計画マスタープラン等に防災に関する都市計画の方針を定め、都市機

能を分散配置する多核型都市構造の形成や、体系的な防災拠点の配置を図り、これらを

結ぶ交通ネットワークの強化に努め、災害時に一定の行政、医療サービス等を享受でき

るまちづくりを進める。 
 （２）防災を考慮した土地利用 
県及び市町村は、溢水、湛水、がけ崩れ等による災害のおそれのある土地の区域は市

まちにおける災害の発生をできるだけ未然に防止し、災害が発生した場合の被害を可能

な限り軽減する「災害に強いまちづくり」を進めるため、まちの防災構造の強化を行う。

また、災害時には公園・緑地が避難場所や地域の活動拠点としての役割を果たすことか

ら、防災公園においては災害応急対策施設等の機能整備を進める。 
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街化区域に編入しないなど防災を考慮した土地利用を進める。 
 （３）防火地域、準防火地域の指定 
市町村は、市街地大火による被害の抑制に寄与する市街地における建築物の不燃化を

進めるため、防火地域・準防火地域の指定に努める。 
（４）立地適正化計画による防災まちづくりの推進 
市町村は、立地適正化計画を策定する場合、防災・まちづくり・建築等を担当する各

部局の連携の下、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計

画にハード・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付ける。 
（５）住宅の立地誘導による防災まちづくりの促進 
県及び市町村は、住宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象となる立地を

限定し、住宅を安全な立地に誘導するなど、まちづくりにおける安全性の確保を促進す

るよう努める。 
  
第第３３ 災災害害にに備備ええたた取取組組  
１１  公公共共施施設設のの安安全全性性・・防防災災機機能能のの強強化化 
災害時に住民等の生命を守ることを最優先とし、行政機能、病院、福祉施設等の最低

限の社会経済機能の確保を行う。 

 （１）避難場所、防災拠点の確保 

災害時に住民の生命・身体を守る学校、公民館及び公園緑地等の避難施設や防災

拠点の耐震化・不燃化の整備を進める。 

（２）避難場所、防災拠点を支える都市機能（公共分、病院含む）の整備 

① 避難施設への避難及び避難地、防災拠点などへ物資を輸送するため、避難路、    

緊急輸送道路等の一定以上の幅員への拡幅、耐震性確保及び沿道施設の耐震化、

不燃化の整備を進める。 
② 二次災害を最小限に抑えるために、災害時でも必要なサービスを受けることが

出来るよう、上下水道等の公共公益施設の耐震化、自家発電設備の整備を進める。 
③ 避難路が寸断されると、救援に時間を要することも想定し、生活必要物資を備

蓄するための耐震性のある倉庫や貯水槽の整備を進める。 
 ２２  民民間間建建築築物物等等のの安安全全性性・・防防災災機機能能のの強強化化  

（１）建築物の不燃化対策 
災害時における火災等による延焼被害を防止するため、県及び建築主事を置く市は、

次の建築物不燃化対策を実施する。 
① 県及び建築主事を置く市は、防火地域・準防火地域が指定されていない市街地

における延焼被害を防止するため、建築基準法に基づき屋根の性能を規定する区

域の指定を行う。 
② 県及び建築主事を置く市は、建築確認、中間・完了検査及び定期報告等の機会 

を捉えて、建築基準法の防火規定の遵守に係る指導を行う。 
（２）大規模建築物の適正な維持保全 
災害時における火災等による大規模建築物での人的被害を防止するため、県及び建築

主事を置く市は、次の対策を実施する。 
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第第１１２２節節  ままちちのの防防災災構構造造のの強強化化計計画画  
（地域デザイン推進局） 

 
 
 
 
 
 
 
 
第第１１  都都市市施施設設にに求求めめらられれてていいるる防防災災機機能能  
道路、公園・緑地、河川等の都市施設は、延焼被害を極小化する遮断空間の役割等を

果たす防災空間である。 
  １１  道道路路のの防防災災機機能能  
 広幅員の幹線街路や区画街路は、災害時に緊急輸送道路、避難路及び延焼遮断帯とし

ての機能が求められている。 
  ２２  公公園園・・緑緑地地のの防防災災機機能能  
 公園・緑地は、災害時に避難場所、延焼遮断空間及び災害救援活動の拠点としての機

能が求められている。 
  ３３  河河川川のの防防災災機機能能  
河川空間は、災害時に一時集合場所や防災活動の拠点、延焼遮断帯としての機能が求

められている。 
  
第第２２  災災害害にに備備ええたた計計画画的的ななままちちづづくくりり  
  １１  防防災災ブブロロッッククのの強強化化  
災害時の火災の被害を最小限にするため、道路、公園・緑地、河川等の都市施設や不

燃建築物群等による延焼遮断帯を配置し、延焼拡大を防ぐ防災ブロックの強化に努める。 
各防災ブロック内においては、防災活動の拠点及び住民の避難場所の体系的な整備を

進める。 
  ２２  災災害害にに強強いい計計画画的的なな土土地地利利用用  
災害に強く、人々が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、都市計画との

連携により、まちの防災構造の強化に努める。  
 （１）災害時に一定の行政、医療サービス等を享受できるまちづくりの推進 
市町村は、都市計画マスタープラン等に防災に関する都市計画の方針を定め、都市機

能を分散配置する多核型都市構造の形成や、体系的な防災拠点の配置を図り、これらを

結ぶ交通ネットワークの強化に努め、災害時に一定の行政、医療サービス等を享受でき

るまちづくりを進める。 
 （２）防災を考慮した土地利用 
県及び市町村は、溢水、湛水、がけ崩れ等による災害のおそれのある土地の区域は市

まちにおける災害の発生をできるだけ未然に防止し、災害が発生した場合の被害を可能

な限り軽減する「災害に強いまちづくり」を進めるため、まちの防災構造の強化を行う。

また、災害時には公園・緑地が避難場所や地域の活動拠点としての役割を果たすことか

ら、防災公園においては災害応急対策施設等の機能整備を進める。 
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街化区域に編入しないなど防災を考慮した土地利用を進める。 
 （３）防火地域、準防火地域の指定 
市町村は、市街地大火による被害の抑制に寄与する市街地における建築物の不燃化を

進めるため、防火地域・準防火地域の指定に努める。 
（４）立地適正化計画による防災まちづくりの推進 
市町村は、立地適正化計画を策定する場合、防災・まちづくり・建築等を担当する各

部局の連携の下、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計

画にハード・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付ける。 
（５）住宅の立地誘導による防災まちづくりの促進 
県及び市町村は、住宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象となる立地を

限定し、住宅を安全な立地に誘導するなど、まちづくりにおける安全性の確保を促進す

るよう努める。 
  
第第３３ 災災害害にに備備ええたた取取組組  
１１  公公共共施施設設のの安安全全性性・・防防災災機機能能のの強強化化 
災害時に住民等の生命を守ることを最優先とし、行政機能、病院、福祉施設等の最低

限の社会経済機能の確保を行う。 

 （１）避難場所、防災拠点の確保 

災害時に住民の生命・身体を守る学校、公民館及び公園緑地等の避難施設や防災

拠点の耐震化・不燃化の整備を進める。 

（２）避難場所、防災拠点を支える都市機能（公共分、病院含む）の整備 

① 避難施設への避難及び避難地、防災拠点などへ物資を輸送するため、避難路、    

緊急輸送道路等の一定以上の幅員への拡幅、耐震性確保及び沿道施設の耐震化、

不燃化の整備を進める。 
② 二次災害を最小限に抑えるために、災害時でも必要なサービスを受けることが

出来るよう、上下水道等の公共公益施設の耐震化、自家発電設備の整備を進める。 
③ 避難路が寸断されると、救援に時間を要することも想定し、生活必要物資を備

蓄するための耐震性のある倉庫や貯水槽の整備を進める。 
 ２２  民民間間建建築築物物等等のの安安全全性性・・防防災災機機能能のの強強化化  

（１）建築物の不燃化対策 
災害時における火災等による延焼被害を防止するため、県及び建築主事を置く市は、

次の建築物不燃化対策を実施する。 
① 県及び建築主事を置く市は、防火地域・準防火地域が指定されていない市街地

における延焼被害を防止するため、建築基準法に基づき屋根の性能を規定する区

域の指定を行う。 
② 県及び建築主事を置く市は、建築確認、中間・完了検査及び定期報告等の機会 

を捉えて、建築基準法の防火規定の遵守に係る指導を行う。 
（２）大規模建築物の適正な維持保全 
災害時における火災等による大規模建築物での人的被害を防止するため、県及び建築

主事を置く市は、次の対策を実施する。 
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① 県及び建築主事を置く市は、百貨店、旅館等の不特定多数の者が利用する既存

建築物の防災性能や避難施設等を常時適正に維持させるために、建築基準法に基

づく定期報告制度の活用により、建築物所有者等に対して建築物の安全性確保及

び施設の改善に係る指導を行う。 
② 県及び建築主事を置く市は、大規模建築物の防災性能を向上させるために、消

防部局等と連携して実施する防災査察等の機会を捉えて、建築物所有者等に対し

て建築物の防災性能の向上に係る指導・啓発を行う。 
 

 ３３  災災害害にに強強いいままちちづづくくりり施施策策 
県及び市町村は、以下に示す施策等により、健全で災害に強いまちづくりを推進する。 

（１）自然災害を回避した土地利用の啓発（ハザードマップの活用） 

浸水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ、地震災害ハザードマップ等を利用し、

避難者の安全を確保するため、避難路などを住民に周知し、二次災害の防止を図る。 
（２）空家等の状況の確認 
市町村は、二次災害の防止等のため、平常時より災害による被害が予測される空家等

の状況の確認に努める。 
 （３）都市防災総合推進事業の活用 
市街地の防災機能を強化するため、避難場所、道路、公園、防災まちづくりの拠点施

設の整備、避難場所、避難路等周辺の建築物の不燃化・難燃化を図る。 
（４）土地区画整理事業、市街地再開発事業の活用 

   ① 土地区画整理事業の活用 
都市災害の防止を図るため、道路・公園等の生活基盤施設と住宅地を一体的に

整備するとともに、既成市街地及びその周辺部のスプロール化を防止し、健全な

市街地の形成を図る。 
   ② 市街地再開発事業の活用 

   地震、火災等の災害危険度の低下を図るため、市街地において建築物及び公共

施設等の整備を行い、土地の合理的かつ健全な高度利用と公共空地の確保等、都

市機能の更新を図る。 
（５）都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金事業）の活用 
防災機能を強化するため、都市再生整備区画内において、地域生活基盤施設として地

域防災施設（耐震性貯水槽、備蓄倉庫等）の整備を図る。 

 （６）災害時拠点強靱化緊急促進事業 
  南海トラフ地震等の大規模災害時に発生する帰宅困難者や負傷者への対応能力を都市

機能として事前に確保するため、災害時に帰宅困難者等の受入拠点となる施設の整備を

促進する。 
 
第第４４  防防災災空空間間のの整整備備拡拡大大  
  県、市町村は、防災空間として、災害時に避難場所や避難路となる公園・緑地の整備

を促進し、都市全体の安全性の向上を図る。 
公園管理者は、利用者の安全を確保するため、災害時の被害を最小限にとどめるとと
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もに、災害時に避難場所や防災・復旧活動拠点として機能できるよう整備を進める。 
併せて、防災公園においては、貯水槽、備蓄倉庫などの災害応急対策施設及び臨時ヘ

リポートとしての利用可能な広場等についても整備を進める。  
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 （６）災害時拠点強靱化緊急促進事業 
  南海トラフ地震等の大規模災害時に発生する帰宅困難者や負傷者への対応能力を都市

機能として事前に確保するため、災害時に帰宅困難者等の受入拠点となる施設の整備を

促進する。 
 
第第４４  防防災災空空間間のの整整備備拡拡大大  
  県、市町村は、防災空間として、災害時に避難場所や避難路となる公園・緑地の整備

を促進し、都市全体の安全性の向上を図る。 
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第第１１３３節節  災災害害にに強強いい道道づづくくりり  
（県土マネジメント部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第第１１  道道路路施施設設等等のの耐耐久久性性のの強強化化  

  道路管理者は、緊急輸送道路のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、耐

久性の強化を図る整備を計画的に推進する。そのため、橋梁、トンネル、舗装、法面･

盛土･擁壁等、道路附属物の５分野を対象に、道路ストックの総点検を実施し、その結果

に基づいて防災対策の強化を進める。強化にあたっては、「防災・減災、国土強靱化の

ための５か年加速化対策」を積極的に活用する。 

１１  道道路路のの整整備備  

   道路の被害は、切土部や山すそ部においては土砂崩落・落石等が、高盛土部での法面

崩壊や地すべり等が予想される。平成２３年９月の紀伊半島大水害では、県の南部や東

部を中心に深刻な被害に見舞われ、多くの箇所で道路が寸断され、通行止めを余儀なく

された。そのような中、橋・トンネルからなる高い規格で整備された区間については、

壊れることなく緊急車両や復旧車両の通行に役立つなど、災害に強い道路の必要性が強

く認識された。紀伊半島沿岸部における大震災や大規模水害等への対応力を高めるうえ

で、救命・救急活動や物資輸送等の緊急輸送道路網として、京奈和自動車道、国道１６

８号五條新宮道路、国道１６９号などで形成される災害に強い紀伊半島アンカールート

の早期整備が必要である。緊急輸送道路や重要物流道路（代替・補完路含む）に指定さ

れた路線については、特に重点的に防災対策の強化が必要である。 

（１）事業中及び今後事業実施予定の箇所について、整備を進める。 

（２）その他の箇所については、道路防災総点検を実施し、補修等対策工事の必要箇所

を指定して、緊急度の高い箇所から防災対策を進める。 

     ① 道路防災総点検 

        落石等の自然災害により道路交通への被害の発生の恐れのある箇所を把握する。 

② 道路の災害補修工事 

        道路防災総点検の結果に基づき、道路の防災工事が必要な箇所を指定し、その

対策工事を実施する。 

 

道路は、住民の日常生活及び社会、経済活動上欠くことのできないものである。本県に

おいては、紀伊半島全体のリダンダンシーを確保し、南海トラフ巨大地震等の広域的な

大規模災害への対応力を高めるうえで極めて重要な幹線道路ネットワークである紀伊半

島アンカールートをはじめ、「奈良県道路整備基本計画」に基づく道路の整備を進めて

いる。 

道路管理者は、定期的にパトロールを実施するとともに、なら安心みちネットプランに

基づき道路ネットワークの遮断回避を重視した計画的な防災対策に取り組む。また、防

災関係機関との連携を緊密にし、救急・救助等が迅速に実施出来るよう体制も整備する

ものとする。 
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２２  橋橋梁梁のの整整備備  

    橋梁は、道路機能を確保するために特に重要な道路施設であるため、緊急輸送道路ネ

ットワークに指定された路線については、特に重点的に耐久性の強化を進める。 

（１）事業中及び今後事業実施予定の箇所については、「道路橋示方書・同解説（平成

２９年改定公益社団法人日本道路協会）」に基づき整備を進める。 

（２）その他の箇所については、橋梁の耐震補強や、奈良県橋梁長寿命化修繕計画に基

づく補修等の対策工事の必要な箇所を指定し、施設の強化を図るための補強整備を

進める。 

３３  トトンンネネルル・・ロロッッククシシェェッッドドのの整整備備  

   道路機能を確保するため、トンネル及びロックシェッドの安全点検を行い、緊急輸送

道路に指定された路線のうち補修等対策工事の必要な箇所について、特に重点的に整備

を進める。 

４４  道道路路付付帯帯施施設設等等のの整整備備  

   道路に付帯する各種施設の災害後の道路機能を確保するため、緊急輸送道路に指定さ

れた路線については、電柱の倒壊等による道路閉塞を防止するため電線共同溝の整備な

どを推進する。 

 

第第２２    連連絡絡体体制制のの整整備備 

１１  職職員員のの配配備備体体制制  

    道路管理者は、災害の状況に応じ応急対策に必要な職員の非常配備体制の整備を図る。 

２２  防防災災関関係係機機関関ととのの応応援援体体制制  

（１）災害発生時は、警察、消防、自衛隊等防災関係機関との連携が重要である。その

ため、事故情報、被害状況及び各機関の応急対策の実施状況等の情報を相互に共有

し、有機的かつ迅速に対応出来る体制を整える。 

（２）道路災害による負傷者等が発生した場合に備え、道路管理者、医療機関及び消防

機関等は、救助・救急・医療及び消火活動について平常時より機関相互間の連携強

化を図る。 

 

第第３３    危危険険物物及及びび障障害害物物のの除除去去等等にに関関すするる資資機機材材のの確確保保  

１１  道道路路管管理理者者のの役役割割    

道路管理者は、危険物及び障害物の除去等に対応するため、資機材の調達について関

係機関との協力体制の充実を図る。 

２２  奈奈良良県県建建設設業業協協会会等等のの役役割割  

奈良県建設業協会等関係機関は、危険物及び障害物除去業務に必要な資機材の備蓄状

況の把握に努める。 

 

第第４４    道道路路利利用用者者等等にに対対すするる防防災災知知識識のの普普及及 

   防災週間・道路防災週間等の防災関連行事を通して、道路利用者に対し、災害・事故

の危険性を周知するとともに、チラシ・パンフレット等により防災・事故に対する知識

の普及に努める。 
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第第１１３３節節  災災害害にに強強いい道道づづくくりり  
（県土マネジメント部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第第１１  道道路路施施設設等等のの耐耐久久性性のの強強化化  
  道路管理者は、緊急輸送道路のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、耐

久性の強化を図る整備を計画的に推進する。そのため、橋梁、トンネル、舗装、法面･

盛土･擁壁等、道路附属物の５分野を対象に、道路ストックの総点検を実施し、その結果

に基づいて防災対策の強化を進める。強化にあたっては、「防災・減災、国土強靱化の

ための５か年加速化対策」を積極的に活用する。 

１１  道道路路のの整整備備  

   道路の被害は、切土部や山すそ部においては土砂崩落・落石等が、高盛土部での法面

崩壊や地すべり等が予想される。平成２３年９月の紀伊半島大水害では、県の南部や東

部を中心に深刻な被害に見舞われ、多くの箇所で道路が寸断され、通行止めを余儀なく

された。そのような中、橋・トンネルからなる高い規格で整備された区間については、

壊れることなく緊急車両や復旧車両の通行に役立つなど、災害に強い道路の必要性が強

く認識された。紀伊半島沿岸部における大震災や大規模水害等への対応力を高めるうえ

で、救命・救急活動や物資輸送等の緊急輸送道路網として、京奈和自動車道、国道１６

８号五條新宮道路、国道１６９号などで形成される災害に強い紀伊半島アンカールート

の早期整備が必要である。緊急輸送道路や重要物流道路（代替・補完路含む）に指定さ

れた路線については、特に重点的に防災対策の強化が必要である。 

（１）事業中及び今後事業実施予定の箇所について、整備を進める。 

（２）その他の箇所については、道路防災総点検を実施し、補修等対策工事の必要箇所

を指定して、緊急度の高い箇所から防災対策を進める。 

     ① 道路防災総点検 

        落石等の自然災害により道路交通への被害の発生の恐れのある箇所を把握する。 

② 道路の災害補修工事 

        道路防災総点検の結果に基づき、道路の防災工事が必要な箇所を指定し、その

対策工事を実施する。 

 

道路は、住民の日常生活及び社会、経済活動上欠くことのできないものである。本県に

おいては、紀伊半島全体のリダンダンシーを確保し、南海トラフ巨大地震等の広域的な

大規模災害への対応力を高めるうえで極めて重要な幹線道路ネットワークである紀伊半

島アンカールートをはじめ、「奈良県道路整備基本計画」に基づく道路の整備を進めて
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災関係機関との連携を緊密にし、救急・救助等が迅速に実施出来るよう体制も整備する

ものとする。 

水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１３節 災害に強い道づくり 

 

２２  橋橋梁梁のの整整備備  
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第第２２    連連絡絡体体制制のの整整備備 
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２２  防防災災関関係係機機関関ととのの応応援援体体制制  

（１）災害発生時は、警察、消防、自衛隊等防災関係機関との連携が重要である。その

ため、事故情報、被害状況及び各機関の応急対策の実施状況等の情報を相互に共有

し、有機的かつ迅速に対応出来る体制を整える。 

（２）道路災害による負傷者等が発生した場合に備え、道路管理者、医療機関及び消防

機関等は、救助・救急・医療及び消火活動について平常時より機関相互間の連携強

化を図る。 
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第第１１４４節節  緊緊急急輸輸送送道道路路のの整整備備計計画画  
（県土マネジメント部、警察本部） 

 
 
 
 
  
  
第第１１  緊緊急急輸輸送送道道路路のの指指定定  
１１  緊緊急急輸輸送送道道路路のの機機能能区区分分  

  緊急輸送道路については、防災拠点としての重要度、道路啓開といった災害後の復旧

活動を考慮して、以下の２つに区分し、表２、３のとおり指定する。 
（１）第１次緊急輸送道路 

① 県外からの支援を受けるための広域幹線道路（京奈和自動車道、西名阪自動車 
道、国道１６８号など） 

② 県内の主な市町村を相互に連絡する道路（中和幹線、国道１６９号など）  
③ 京奈和自動車道 ICにアクセスする道路（国道３０９号、国道３１０号など） 
④ 災害拠点病院にアクセスする道路（石木城線、枚方大和郡山線など） 
 

（２）第２次緊急輸送道路 
    第１次緊急輸送道路と防災拠点を連絡する道路  
２２  緊緊急急輸輸送送道道路路とと防防災災拠拠点点  
（１）防災拠点の機能区分 
災害発生時に果たすべき機能の観点から表１の５つに区分する。 

（２）緊急輸送道路 
   緊急輸送道路は、奈良県全域を対象とし、防災拠点の相互の連絡に配慮するととも

に他府県との調整を図り、道路種別に関係なくあらゆる交通手段を活用した有効的な

ネットワーク化を図る。 
  

第第２２  緊緊急急輸輸送送道道路路のの整整備備  
１１  緊緊急急輸輸送送道道路路のの整整備備方方針針  
緊急輸送道路は、発災後のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、耐震性

の強化を図る整備を計画的に推進する。このため、当面は第五次地震防災緊急事業五箇

年計画（平成２８年度～令和２年度）により整備計画を定め、逐次整備を進める。 
また、国が策定した「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を積極的

に活用し、緊急性や実現性を踏まえ整備を推進する。 
２２  市市町町村村道道のの整整備備  
市町村は、県において指定した緊急輸送道路から各市町村の防災拠点に連絡する市町

村道について計画的に整備を進める。 

平成２３年に発生した紀伊半島大水害等の経験から、災害の発生時やその復旧時におい

て避難拠点や救助活動拠点となる防災拠点を連絡する輸送路となる道路が重要であるこ

とから、多重性・代替性を有する緊急輸送道路のネットワーク化を推進する。 
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拠点 果たすべき機能 種別 対応施設

県庁

総合庁舎

市町村役場

道路管理者（土木事務所）

交通管理者（県警）

陸運支局

道路管理者

気象台

道路公社

郵便局

鉄道会社

放送局

ヘリポート

卸売市場

トラックターミナル

インターチェンジ

サービスエリア

道の駅

鉄道駅前広場

地方公共団体 上下水道

ガス

電気

電話

地方公共団体 消防署

指定公共機関 日本赤十字社

医療拠点 災害拠点病院

広域避難地

自衛隊基地

県営競輪場

第二浄化センター

消防学校

吉野川浄化センター

交通空間を利用した
拠点

物資の輸送拠点

地方公共団体
指定公共機関
指定地方行政機関

表１　防災拠点の機能区分

指定公共機関
指定地方公共機関

広域防災拠点

　

地方公共団体

・緊急時における人的、物資輸送の
玄関口、備蓄、集積

地方公共団体(県)

・緊急物資、復旧用資機材の備蓄
・地域内外からの物資の集積、配送
拠点
・救援、復旧活動に当たる基幹の駐
屯拠点

・日常生活に必要不可欠なライフラ
インの維持

・災害後の消火、救助等の救難活動
・負傷者の治療介護

その他

災害管理対策拠点

輸送拠点

ライフライン拠点

救助活動拠点
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第第１１４４節節  緊緊急急輸輸送送道道路路のの整整備備計計画画  
（県土マネジメント部、警察本部） 

 
 
 
 
  
  
第第１１  緊緊急急輸輸送送道道路路のの指指定定  
１１  緊緊急急輸輸送送道道路路のの機機能能区区分分  

  緊急輸送道路については、防災拠点としての重要度、道路啓開といった災害後の復旧
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に他府県との調整を図り、道路種別に関係なくあらゆる交通手段を活用した有効的な

ネットワーク化を図る。 
  
第第２２  緊緊急急輸輸送送道道路路のの整整備備  
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緊急輸送道路は、発災後のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、耐震性

の強化を図る整備を計画的に推進する。このため、当面は第五次地震防災緊急事業五箇

年計画（平成２８年度～令和２年度）により整備計画を定め、逐次整備を進める。 
また、国が策定した「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を積極的

に活用し、緊急性や実現性を踏まえ整備を推進する。 
２２  市市町町村村道道のの整整備備  
市町村は、県において指定した緊急輸送道路から各市町村の防災拠点に連絡する市町

村道について計画的に整備を進める。 

平成２３年に発生した紀伊半島大水害等の経験から、災害の発生時やその復旧時におい

て避難拠点や救助活動拠点となる防災拠点を連絡する輸送路となる道路が重要であるこ
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西名阪自動車道

第二阪奈有料道路

南阪奈道路

国道24号

国道24号BP（橿原BP）

京奈和自動車道

国道25号

国道25号（名阪国道）

国道163号

国道165号

国道165号BP（大和高田BP）

国道165号

国道166号

国道168号

国道169号

国道308号

国道309号

国道310号

国道369号

国道370号

奈良生駒線

枚方大和郡山線

大阪生駒線

桜井田原本王寺線

御所香芝線

橿原高取線

天理王寺線

石木城線

中和幹線

大和郡山広陵線

大和高田御所線

御所高取線

大和郡山環状線

表２　　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第１次）

緊急輸送道路区分 道路種別 路線名 備　考

主要地方道

一般都道府県道

第1次

高速自動車国道

その他有料道路

一般国道
（指定区間）

一般国道
（指定区間外）
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奈良橿原線 橿原市

東山線 生駒市

萩の台６０号線 生駒市

第2東山線 生駒市

菊美台2号線 平群町

住川１号線 五條市

住川３号線 五條市

住川テクノパーク・なら４号線 五條市

住川大淀線 五條市

五條北部幹線 五條市

西西部７３号線 大淀町

西部１９１号線 大淀町

清水谷市尾丹生谷線 高取町

第1次 市町村道
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第1次 市町村道
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水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１４節 緊急輸送道路の整備計画 

国道 25号

国道166号

国道168号

国道169号(奥瀞道路)

国道308号

国道309号

国道311号

国道368号

国道369号

国道370号

国道425号

奈良生駒線

笠置山添線

大和高田斑鳩線

枚方大和郡山線

奈良大和郡山斑鳩線

桜井田原本王寺線

桜井明日香吉野線

吉野東吉野線

下市宗桧線

吉野室生寺針線

橿原高取線

天理王寺線

桜井吉野線

五條吉野線

奈良加茂線

天理環状線

奈良精華線

高野天川線

橋本五條線

奈良名張線

名張曽爾線

上野南山城線

谷田奈良線

大和郡山広陵線

天理斑鳩線

田原本広陵線

橿原神宮東口停車場飛鳥線

河合大和高田線

赤滝五條線

生駒停車場宛木線

大和郡山上三橋線

桜井停車場線

第２次

一般国道
（指定区間外）

主要地方道

一般都道府県道

表３　　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第２次）

緊急輸送道路区分 道路種別 路線名 備　考

 

水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１４節 緊急輸送道路の整備計画 

多武峯見瀬線

御所停車場線

室生口大野停車場線

矢田寺線

椿井王寺線

王寺三郷斑鳩線

結崎田原本線

大又小川線

大台河合線

上池原下桑原線

信貴山線

中筋出作川合線

川津高野線

木津横田線

九条線 奈良市

六条奈良阪線 奈良市

奈良阪南田原線 奈良市

登美ヶ丘中町線 奈良市

登美ヶ丘鹿畑線 奈良市

油阪芝辻線 奈良市

中部639号線 奈良市

西大寺一条線 奈良市

中部第1500号線 奈良市

吐山天理線 奈良市

藺町線 大和郡山市

城廻り線 大和郡山市

小林西線 大和郡山市

大和小泉駅東地内3号線 大和郡山市

一分乙田線 生駒市

乙田東山線 生駒市

東山支線 生駒市

奈良阪南田原線 生駒市

大谷線 生駒市

536号線 天理市

下牧・高田線 上牧町

玉立２号線 宇陀市

柳板大谷線 広陵町

勢野１号線 三郷町

勢野２号線 三郷町

国樔小川線 東吉野村

西部６６号線 大淀町

西部１１９号線 大淀町

上垣内水ヶ峰線 野迫川村

第２次

一般都道府県道

市町村道
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水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１４節 緊急輸送道路の整備計画 

国道 25号

国道166号

国道168号

国道169号(奥瀞道路)

国道308号

国道309号
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国道369号

国道370号

国道425号

奈良生駒線

笠置山添線

大和高田斑鳩線

枚方大和郡山線

奈良大和郡山斑鳩線
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吉野室生寺針線

橿原高取線

天理王寺線

桜井吉野線

五條吉野線

奈良加茂線

天理環状線

奈良精華線

高野天川線

橋本五條線
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天理斑鳩線
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橿原神宮東口停車場飛鳥線

河合大和高田線

赤滝五條線

生駒停車場宛木線

大和郡山上三橋線

桜井停車場線

第２次

一般国道
（指定区間外）

主要地方道

一般都道府県道

表３　　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第２次）

緊急輸送道路区分 道路種別 路線名 備　考
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第２章 災害予防計画 第１４節 緊急輸送道路の整備計画 

多武峯見瀬線

御所停車場線
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結崎田原本線

大又小川線

大台河合線

上池原下桑原線

信貴山線

中筋出作川合線

川津高野線

木津横田線

九条線 奈良市

六条奈良阪線 奈良市

奈良阪南田原線 奈良市

登美ヶ丘中町線 奈良市

登美ヶ丘鹿畑線 奈良市

油阪芝辻線 奈良市

中部639号線 奈良市

西大寺一条線 奈良市

中部第1500号線 奈良市

吐山天理線 奈良市

藺町線 大和郡山市

城廻り線 大和郡山市

小林西線 大和郡山市

大和小泉駅東地内3号線 大和郡山市

一分乙田線 生駒市

乙田東山線 生駒市

東山支線 生駒市

奈良阪南田原線 生駒市

大谷線 生駒市

536号線 天理市

下牧・高田線 上牧町

玉立２号線 宇陀市

柳板大谷線 広陵町

勢野１号線 三郷町

勢野２号線 三郷町

国樔小川線 東吉野村

西部６６号線 大淀町

西部１１９号線 大淀町

上垣内水ヶ峰線 野迫川村

第２次

一般都道府県道

市町村道
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水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１４節 緊急輸送道路の整備計画 

第第３３  緊緊急急通通行行車車両両等等のの事事前前届届出出  
１１  防防災災関関係係機機関関のの届届出出  
県及び市町村等防災関係機関は、災害時において迅速かつ円滑な輸送を図るため、緊

急通行車両の事前届出制度を活用し、緊急通行車両として使用される車両について県公

安委員会に事前に届出を行う。 
２２  公公安安委委員員会会のの緊緊急急通通行行車車両両等等事事前前届届出出済済証証のの交交付付 
公安委員会は、災害応急対策活動を円滑に推進するため、災害対策基本法施行令第 
３３条第１項の規定に基づく緊急通行車両として使用される車両であることの確認につ

いて事前届出を受理し、審査の結果、緊急通行車両に該当すると認められるものについ

て、「緊急通行車両事前届出済証」を交付する。 
（詳細については、「第３章第２２節 災害警備、交通規制計画」参照） 

 

奈良県緊急輸送道路ネットワーク図（平成30年4月）
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第1次緊急輸送道路

第2次緊急輸送道路

5年以内に供用予定の箇所が供用後、緊

急輸送道路が廃止される箇所

県庁・総合庁舎

生活圏中心都市の市町村役場

その他市町村役場

道路管理者（土木事務所）

交通管理者（県警）

道路管理者（直轄）

陸運輸局・郵便局・気象台

道路公社・鉄道会社・放送局

ヘリポート

卸売市場・トラックターミナル

IC・PA・SA・道の駅・鉄道駅前広場

上下水道

ガス・電気・電話

消防署

日本赤十字

病院

広域避難地・自衛隊基地

広域防災拠点
県営競輪場・第二浄化センター

消防学校・吉野川浄化センター

凡　　　　例

災害管理対策拠点

輸送拠点

ライフライン拠点

救助活動拠点

5年以内に供用予定の箇所
緊急輸送道路

A39
D53

A88

「奈良県道路網図（平２５近使、第２２号）を転載」
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水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１４節 緊急輸送道路の整備計画 

第第３３  緊緊急急通通行行車車両両等等のの事事前前届届出出  
１１  防防災災関関係係機機関関のの届届出出  
県及び市町村等防災関係機関は、災害時において迅速かつ円滑な輸送を図るため、緊

急通行車両の事前届出制度を活用し、緊急通行車両として使用される車両について県公

安委員会に事前に届出を行う。 
２２  公公安安委委員員会会のの緊緊急急通通行行車車両両等等事事前前届届出出済済証証のの交交付付 
公安委員会は、災害応急対策活動を円滑に推進するため、災害対策基本法施行令第 
３３条第１項の規定に基づく緊急通行車両として使用される車両であることの確認につ

いて事前届出を受理し、審査の結果、緊急通行車両に該当すると認められるものについ

て、「緊急通行車両事前届出済証」を交付する。 
（詳細については、「第３章第２２節 災害警備、交通規制計画」参照） 
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「奈良県道路網図（平２５近使、第２２号）を転載」
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水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１５節 ライフライン施設の災害予防計画 

第第１１５５節節  ラライイフフラライインン施施設設のの災災害害予予防防計計画画  
（防災統括室、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメント部、水道局、 

ライフライン関係機関） 
 

 
 
 
 
 
 
第第１１  水水道道  

水道事業者及び水道用水供給事業者（以下、「水道事業者等」という。）は、災害時に

おける被害の拡大防止、水道水の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防

災体制の整備に努める。 
また、県は、水道事業者等との日頃からの連携に努め、水道事業者等の防災体制の整

備を促進する。 
１１  水水道道施施設設のの土土砂砂災災害害対対策策  

  水道事業者等は、指定されている土砂災害（特別）警戒区域に位置する浄水場、調整

池、配水池及びポンプ場等の水道施設については、事前に土砂災害から施設を守るため、

土砂災害対策計画を策定し、その計画に基づき、緊急度の高い箇所から順次、設計・工

事を行い、安定して水道水が供給できるように水道施設の土砂災害対策を実施する。 
 ２２  水水のの融融通通体体制制のの確確立立  
    水道事業者等は、導水管路・送水管路及び配水幹線が地震で被害を受けると、その系

統の全給水区域が断水となり大きな影響を受けるため、導水・送水及び配水幹線の各段

階で異なる系統間との相互連絡を検討する。 
  また、隣接市町村間及び隣接府県間等においても、協定を締結し、幹線の広域的な相

互連絡や広域情報ネットワークの整備を行うことを検討する。 
 ３３  防防災災用用資資機機材材等等のの整整備備  
  水道事業者等は、必要な資機材を把握し、あらかじめ調達方法・保管場所を定める。

また、緊急時において、適切な対応がとれるよう日頃から図面等の整備を図り、施設の

現況を把握する。なお、資機材・図面等の保管は交通の便利な場所に適宜分散する。 
 ４４  給給水水デデーータタベベーーススのの整整備備  
  市町村及び県は、給水車・給水タンク等給水機材の保有状況、支援可能人員等給水に

必要なデータを整備する。 
５５  初初動動ママニニュュアアルルのの整整備備及及びび教教育育訓訓練練のの実実施施  

  市町村及び県は、情報収集連絡体制及び関係機関との協力体制の充実強化、緊急対応

の熟知並びに防災意識の高揚を図るため、初動マニュアルを整備するとともに計画的に

教育訓練を実施する。 
 

ライフライン施設管理者は、災害時における被害の拡大防止、ライフラインの安定供給

及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災体制の整備に努める。 
また、県は、ライフライン施設管理者との日頃からの連携に努め、ライフライン施設管

理者が一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行うなど、相互協力体制を構築する。 
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第第２２  下下水水道道  
１１  下下水水道道災災害害予予防防計計画画  

  下水道施設の設置（管理）者は、異常気象に備え自家発電設備や機器の整備点検を定

期的に実施し、施設の漏水、腐食箇所がないか補修点検を徹底する。 
定期的にマンホール等の地表よりの異常の有無を調査するとともに、計画的に管路内

の異常の有無を調査する。 
また、雨天時の流入量が増大することから、不明水の究明も継続的に進める。 
 

第第３３  電電力力（（関関西西電電力力株株式式会会社社・・関関西西電電力力送送配配電電株株式式会会社社奈奈良良支支社社））  
風水害をはじめとする各種災害による設備被害を軽減し、安定した電力供給確保を図

るための電力設備の整備・強化とそれに関連する防災対策について定める。 
１１  防防災災教教育育  
 災害に関する専門知識の普及、関係法令集、関係パンフレット等の配布、検討会・講

演会の開催、社内報への関連記事の掲載等の方法により、従業員に対する防災教育を実

施し、従業員の災害に対する認識を深めるとともに、防災意識の高揚に努める。 
２２  防防災災訓訓練練  
 災害対策を円滑に推進するため、年１回以上、防災訓練を実施し、非常事態において

有効に機能することを確認する。 
  また、国および地方公共団体等が実施する防災訓練には積極的に参加する。 
  ３３  電電力力設設備備のの災災害害予予防防措措置置にに関関すするる事事項項      
  各種災害対策として、必要に応じて以下の設備対策を実施する。 
 （１）水害対策   
   ① 水力発電設備 
     過去に発生した災害および被害の実情、河床上昇等を加味した水水位予想に各

事業所の特異性を考慮し、防水壁の設置、排水ポンプの設置、機器のかさあげ、

ダム通信確保のための設備の設置および建物の密閉化（窓の密閉化、ケーブルダ

クトの閉鎖等）等を実施する。 
     特に、洪水に対する被害防止に重点をおき、次の箇所について、点検・整備を

実施する。 
    (ｱ)ダム、取水口の諸設備および調整池、貯水池の上、下流護岸 
    (ｲ)導水路と渓流との交差地点およびその周辺地形との関係 
    (ｳ)護岸、水制工、山留壁 
    (ｴ)土捨場 
    (ｵ)水位計 
   ② 送電設備 
     鉄塔位置選定では、土砂崩れの危険性がある箇所を回避する。 

やむを得ず、土砂崩れ等や斜面崩壊が懸念される箇所を選定する場合は、必要

に応じて、基礎や斜面の補強等の技術対策を実施する。 
地中電線路については、ケーブルヘッドの位置の適正化等による防水対策を実

施する。 

 88  89 

水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   88水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   88 2022/03/12   9:46:482022/03/12   9:46:48



水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１５節 ライフライン施設の災害予防計画 

第第１１５５節節  ラライイフフラライインン施施設設のの災災害害予予防防計計画画  
（防災統括室、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメント部、水道局、 

ライフライン関係機関） 
 

 
 
 
 
 
 
第第１１  水水道道  

水道事業者及び水道用水供給事業者（以下、「水道事業者等」という。）は、災害時に

おける被害の拡大防止、水道水の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防

災体制の整備に努める。 
また、県は、水道事業者等との日頃からの連携に努め、水道事業者等の防災体制の整

備を促進する。 
１１  水水道道施施設設のの土土砂砂災災害害対対策策  

  水道事業者等は、指定されている土砂災害（特別）警戒区域に位置する浄水場、調整

池、配水池及びポンプ場等の水道施設については、事前に土砂災害から施設を守るため、

土砂災害対策計画を策定し、その計画に基づき、緊急度の高い箇所から順次、設計・工

事を行い、安定して水道水が供給できるように水道施設の土砂災害対策を実施する。 
 ２２  水水のの融融通通体体制制のの確確立立  
    水道事業者等は、導水管路・送水管路及び配水幹線が地震で被害を受けると、その系

統の全給水区域が断水となり大きな影響を受けるため、導水・送水及び配水幹線の各段

階で異なる系統間との相互連絡を検討する。 
  また、隣接市町村間及び隣接府県間等においても、協定を締結し、幹線の広域的な相

互連絡や広域情報ネットワークの整備を行うことを検討する。 
 ３３  防防災災用用資資機機材材等等のの整整備備  
  水道事業者等は、必要な資機材を把握し、あらかじめ調達方法・保管場所を定める。

また、緊急時において、適切な対応がとれるよう日頃から図面等の整備を図り、施設の

現況を把握する。なお、資機材・図面等の保管は交通の便利な場所に適宜分散する。 
 ４４  給給水水デデーータタベベーーススのの整整備備  
  市町村及び県は、給水車・給水タンク等給水機材の保有状況、支援可能人員等給水に

必要なデータを整備する。 
５５  初初動動ママニニュュアアルルのの整整備備及及びび教教育育訓訓練練のの実実施施  

  市町村及び県は、情報収集連絡体制及び関係機関との協力体制の充実強化、緊急対応

の熟知並びに防災意識の高揚を図るため、初動マニュアルを整備するとともに計画的に

教育訓練を実施する。 
 

ライフライン施設管理者は、災害時における被害の拡大防止、ライフラインの安定供給

及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災体制の整備に努める。 
また、県は、ライフライン施設管理者との日頃からの連携に努め、ライフライン施設管

理者が一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行うなど、相互協力体制を構築する。 
 
 
 

水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１５節 ライフライン施設の災害予防計画 

第第２２  下下水水道道  
１１  下下水水道道災災害害予予防防計計画画  

  下水道施設の設置（管理）者は、異常気象に備え自家発電設備や機器の整備点検を定

期的に実施し、施設の漏水、腐食箇所がないか補修点検を徹底する。 
定期的にマンホール等の地表よりの異常の有無を調査するとともに、計画的に管路内

の異常の有無を調査する。 
また、雨天時の流入量が増大することから、不明水の究明も継続的に進める。 
 

第第３３  電電力力（（関関西西電電力力株株式式会会社社・・関関西西電電力力送送配配電電株株式式会会社社奈奈良良支支社社））  
風水害をはじめとする各種災害による設備被害を軽減し、安定した電力供給確保を図

るための電力設備の整備・強化とそれに関連する防災対策について定める。 
１１  防防災災教教育育  
 災害に関する専門知識の普及、関係法令集、関係パンフレット等の配布、検討会・講

演会の開催、社内報への関連記事の掲載等の方法により、従業員に対する防災教育を実

施し、従業員の災害に対する認識を深めるとともに、防災意識の高揚に努める。 
２２  防防災災訓訓練練  
 災害対策を円滑に推進するため、年１回以上、防災訓練を実施し、非常事態において

有効に機能することを確認する。 
  また、国および地方公共団体等が実施する防災訓練には積極的に参加する。 
  ３３  電電力力設設備備のの災災害害予予防防措措置置にに関関すするる事事項項      
  各種災害対策として、必要に応じて以下の設備対策を実施する。 
 （１）水害対策   
   ① 水力発電設備 
     過去に発生した災害および被害の実情、河床上昇等を加味した水水位予想に各

事業所の特異性を考慮し、防水壁の設置、排水ポンプの設置、機器のかさあげ、

ダム通信確保のための設備の設置および建物の密閉化（窓の密閉化、ケーブルダ

クトの閉鎖等）等を実施する。 
     特に、洪水に対する被害防止に重点をおき、次の箇所について、点検・整備を

実施する。 
    (ｱ)ダム、取水口の諸設備および調整池、貯水池の上、下流護岸 
    (ｲ)導水路と渓流との交差地点およびその周辺地形との関係 
    (ｳ)護岸、水制工、山留壁 
    (ｴ)土捨場 
    (ｵ)水位計 
   ② 送電設備 
     鉄塔位置選定では、土砂崩れの危険性がある箇所を回避する。 

やむを得ず、土砂崩れ等や斜面崩壊が懸念される箇所を選定する場合は、必要

に応じて、基礎や斜面の補強等の技術対策を実施する。 
地中電線路については、ケーブルヘッドの位置の適正化等による防水対策を実

施する。 

 88  89 

水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   89水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   89 2022/03/12   9:46:482022/03/12   9:46:48



水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１５節 ライフライン施設の災害予防計画 

   ③ 変電設備 
     浸水又は冠水のおそれのある箇所は、床面のかさあげ、窓の改造、出入口の角

落し、防水扉の取付け、ケーブル入線孔等建物地下開口部の閉鎖、上下水施設の

浸水対策等を行うが、建物の構造上、上記防水対策の不可能な箇所では主要機器

のかさあげを実施する。 
     また、屋外機器は、基本的にかさあげを行うが、かさあげが困難なものについ

ては、防水・耐水構造化又は防水壁等を組み合わせて対処する。 
（２）風害対策 

  各設備とも、計画・設計時に建築基準法及び電気設備に関する技術基準等に基づいた

対策を行う。 
 （３）雪害対策 
  雪害の著しい地域は、次のような諸対策を実施する。 

① 水力発電設備 
     雪崩防護柵の取付け、機器の防雪カバーの取付け、ヒーターの取付け、水中ケ

ーブルの採用等を実施する。 
② 送電設備 

     鉄塔には、オフセット及び耐雪結構を採用し、がいし装置は、適切な間隔で耐

張型を採用するとともに、電力線・架空地線には、線下状況に応じて難着雪対策

を実施する。 
     また、気象通報等により雪害を予知した場合は、系統切替等により災害の防止

または拡大防止に努める。 
③ 変電設備 

     機器架台のかさあげ、機器の防雪カバーの取付け、融雪装置等の設置を実施す

る。 
④ 配電設備 

     縁まわし線の支持がいし増加、雪害用支線ガードの取付け、難着雪電線の使用

等により対処する。 
（４）雷害対策 

① 送電設備 
     架空地線、避雷装置、アークホーンの設置及び接地抵抗の低減等を行うととも

に、電力線の溶断防止のため、アーマロッドの取付け等を行う。 
     また、気象通報等により雷害を予知した場合は、系統切替等により災害の防止

または拡大防止に努める。 
② 変電設備 

     耐雷しゃへい及び避雷器を重点的に設置するとともに、重要系統の保護継電装

置を強化する。 
③ 配電設備 

     襲雷頻度の高い地域においては、避雷器等の避雷装置を取付け対処する。 
（５）地盤沈下対策 

  地盤沈下地帯及び将来沈下が予想される地域に構造物を設ける場合は、将来沈下量を

推定し設計する。将来沈下量は、既往の実績、土質試験の結果、地下水位、構造物の重
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量等に基づいて算定する。 
（６）火災、爆発、油流出等の対策  

  消防法、高圧ガス保安法等に基づき、設備ごとに所要の対策を講ずる。 
（７）土砂崩れ対策 

  土砂崩れによる被害が想定される箇所の電力設備については、巡視点検の強化、 
社外モニターの活用等により、被害の未然防止に努める。 

  なお、土砂採取、土砂等の野積み、土地造成等の人為的誘因による土砂崩れを防止す

るため、平素から協力会社へのＰＲを徹底する。 
４４  防防災災業業務務施施設設及及びび設設備備のの整整備備  
（１）観測、予報施設及び設備 

  局地的気象の観測を行うことにより、ラジオ、テレビ等の気象情報を補完して万全の

災害対策を図るため、必要に応じ、次の諸施設及び設備を強化、整備する。 
① 雨量、流量、風向、風速、気圧、水位、雷雨の観測施設及び設備 
② 地震動観測設備 

（２）通信連絡施設及び設備 
  災害時の情報収集、連絡、指示、報告等の手段の確保及び電力供給への影響を最小限

にするため、必要に応じて、次の諸施設及び設備の整備並びに情報伝達手段の強化を図

る。 
① 無線伝送設備 

    (ｱ)マイクロ波無線等の固定無線回線 
    (ｲ)移動無線設備 
    (ｳ)衛星通信設備 

② 有線伝送設備 
    (ｱ)通信ケーブル 
    (ｲ)電力線搬送設備 
    (ｳ)通信線搬送設備、光搬送回線 

③ 交換設備 
④ ＩＰネットワーク回線 
⑤ 通信用電源設備 

夜間、休日の場合などにおいても連絡体制を確保するため、社内の一斉連絡・安否確

認システムを用いて確実な情報伝達に努める。また、前号に定める「通信連絡施設及び

設備」に加え、必要箇所へ衛星携帯電話、災害時優先携帯電話を配備するなど伝達手段

の多様化を図る。 
（３）非常用電源設備 

  復旧拠点となる事業所については、長時間停電に備え、非常災害対策活動に必要な通

信設備、照明等の非常用電源を確保する。 
（４）コンピューターシステム 

  コンピューターシステムについては、耐震性の確保を図るとともに、重要データファ

イルの多重化や分散保管、復旧処理方法等のバックアップ体制の整備を図る。 
  特に、電力の安定供給に資するためのコンピューターシステム及びその運用に最低限

必要なネットワーク機器は、建築基準法に基づく地震対策、火災対策及び浸水対策を施
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   ③ 変電設備 
     浸水又は冠水のおそれのある箇所は、床面のかさあげ、窓の改造、出入口の角

落し、防水扉の取付け、ケーブル入線孔等建物地下開口部の閉鎖、上下水施設の

浸水対策等を行うが、建物の構造上、上記防水対策の不可能な箇所では主要機器

のかさあげを実施する。 
     また、屋外機器は、基本的にかさあげを行うが、かさあげが困難なものについ

ては、防水・耐水構造化又は防水壁等を組み合わせて対処する。 
（２）風害対策 

  各設備とも、計画・設計時に建築基準法及び電気設備に関する技術基準等に基づいた

対策を行う。 
 （３）雪害対策 
  雪害の著しい地域は、次のような諸対策を実施する。 

① 水力発電設備 
     雪崩防護柵の取付け、機器の防雪カバーの取付け、ヒーターの取付け、水中ケ

ーブルの採用等を実施する。 
② 送電設備 

     鉄塔には、オフセット及び耐雪結構を採用し、がいし装置は、適切な間隔で耐

張型を採用するとともに、電力線・架空地線には、線下状況に応じて難着雪対策

を実施する。 
     また、気象通報等により雪害を予知した場合は、系統切替等により災害の防止

または拡大防止に努める。 
③ 変電設備 

     機器架台のかさあげ、機器の防雪カバーの取付け、融雪装置等の設置を実施す

る。 
④ 配電設備 

     縁まわし線の支持がいし増加、雪害用支線ガードの取付け、難着雪電線の使用

等により対処する。 
（４）雷害対策 

① 送電設備 
     架空地線、避雷装置、アークホーンの設置及び接地抵抗の低減等を行うととも

に、電力線の溶断防止のため、アーマロッドの取付け等を行う。 
     また、気象通報等により雷害を予知した場合は、系統切替等により災害の防止

または拡大防止に努める。 
② 変電設備 

     耐雷しゃへい及び避雷器を重点的に設置するとともに、重要系統の保護継電装

置を強化する。 
③ 配電設備 

     襲雷頻度の高い地域においては、避雷器等の避雷装置を取付け対処する。 
（５）地盤沈下対策 

  地盤沈下地帯及び将来沈下が予想される地域に構造物を設ける場合は、将来沈下量を

推定し設計する。将来沈下量は、既往の実績、土質試験の結果、地下水位、構造物の重
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量等に基づいて算定する。 
（６）火災、爆発、油流出等の対策  

  消防法、高圧ガス保安法等に基づき、設備ごとに所要の対策を講ずる。 
（７）土砂崩れ対策 

  土砂崩れによる被害が想定される箇所の電力設備については、巡視点検の強化、 
社外モニターの活用等により、被害の未然防止に努める。 

  なお、土砂採取、土砂等の野積み、土地造成等の人為的誘因による土砂崩れを防止す

るため、平素から協力会社へのＰＲを徹底する。 
４４  防防災災業業務務施施設設及及びび設設備備のの整整備備  
（１）観測、予報施設及び設備 

  局地的気象の観測を行うことにより、ラジオ、テレビ等の気象情報を補完して万全の

災害対策を図るため、必要に応じ、次の諸施設及び設備を強化、整備する。 
① 雨量、流量、風向、風速、気圧、水位、雷雨の観測施設及び設備 
② 地震動観測設備 

（２）通信連絡施設及び設備 
  災害時の情報収集、連絡、指示、報告等の手段の確保及び電力供給への影響を最小限

にするため、必要に応じて、次の諸施設及び設備の整備並びに情報伝達手段の強化を図

る。 
① 無線伝送設備 

    (ｱ)マイクロ波無線等の固定無線回線 
    (ｲ)移動無線設備 
    (ｳ)衛星通信設備 

② 有線伝送設備 
    (ｱ)通信ケーブル 
    (ｲ)電力線搬送設備 
    (ｳ)通信線搬送設備、光搬送回線 

③ 交換設備 
④ ＩＰネットワーク回線 
⑤ 通信用電源設備 

夜間、休日の場合などにおいても連絡体制を確保するため、社内の一斉連絡・安否確

認システムを用いて確実な情報伝達に努める。また、前号に定める「通信連絡施設及び

設備」に加え、必要箇所へ衛星携帯電話、災害時優先携帯電話を配備するなど伝達手段

の多様化を図る。 
（３）非常用電源設備 

  復旧拠点となる事業所については、長時間停電に備え、非常災害対策活動に必要な通

信設備、照明等の非常用電源を確保する。 
（４）コンピューターシステム 

  コンピューターシステムについては、耐震性の確保を図るとともに、重要データファ

イルの多重化や分散保管、復旧処理方法等のバックアップ体制の整備を図る。 
  特に、電力の安定供給に資するためのコンピューターシステム及びその運用に最低限

必要なネットワーク機器は、建築基準法に基づく地震対策、火災対策及び浸水対策を施
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した建物に収容するとともに、それらに付帯する電源設備についても耐震性の確保を図

る。 
（５）水防・消防に関する施設及び設備等 

  被害の軽減を図るため、法に基づき、次の水防及び消防に関する施設および設備の整

備を図る。 
① 水防関係 

    (ｱ)ダム管理用観測設備 
    (ｲ)ダム操作用の予備発電設備 
    (ｳ)防水壁、防水扉等の浸水対策施設 
    (ｴ)排水用のポンプ設備 
    (ｵ)各種舟艇及び車両等のエンジン設備 
    (ｶ)警報用設備 

② 消防関係 
     (ｱ)消火栓、消火用屋外給水設備 
    (ｲ)各種消火器具及び消火剤 
    (ｳ)火災報知器、非常通報設備等の通信施設及び設備 

（６）石油等の流出による災害を防止する施設及び設備等 
  被害の軽減を図るため、法に基づき、次の施設及び設備の整備を図る。 

① 防油堤、流出油等防止堤、ガス検知器、漏油検知器 
② オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等資機材 

（７）その他災害復旧用施設及び設備 
  重要施設等への供給や電気設備の災害復旧を円滑に行うため、移動用発変電設備等を

確保し、整備・点検を行う。 
５５  復復旧旧用用資資機機材材等等のの確確保保及及びび整整備備  
（１）復旧用資機材の確保 

  平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努める。 
（２）復旧用資機材等の輸送 

  平常時から復旧用資機材の輸送計画を樹立しておくとともに、車両、ヘリコプター等

の輸送力確保に努める。 
（３）復旧用資機材の整備点検 

  平常時から復旧用資機材の数量把握及び整備点検を行う。 
（４）復旧用資機材資機材の広域運営 

  平常時から復旧用資機材の保有を効率的に行う。災害発生時の不足資機材の調達を迅

速、容易にするため、広域機関の「防災業務計画」に基づき、他事業者と復旧用資機材

の相互融通体制を整えておく。 
（５）食糧・医療・医薬品等生活必需品の備蓄 

  平常時から食糧、医療、医薬品等の保有量を定め、その確保及び確実な把握に努める。 
（６）復旧用資機材等の仮置場の確保 

  災害発生時に、仮置場の借用交渉を行うことは難航が予想されるため、あらかじめ公

共用地等の候補地について、地方防災会議の協力を得て、用地確保の円滑化を図る。 
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６６  電電気気事事故故のの防防止止  
（１）電気工作物の巡視、点検、調査等 

  電気工作物を常に法令に定める技術基準に適合するように保持し、さらに事故の未然

防止を図るため、定期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがある場合には、

特別の巡視）および自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査等を行い、感電

事故の防止を図るほか、漏電等により出火にいたる原因の早期発見とその改修に努める。 
（２）広報活動 

① 電気事故防止ＰＲ 
     災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故の防止を図るほか、

電気火災を未然に防止するため、一般公衆に対し、次の事項を中心に広報活動を

行う。 
    (ｱ)無断昇柱、無断工事をしないこと。 
    (ｲ)電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等、設備の異常を発見した場合は、速や

かに送配電コンタクトセンターへ通報すること。 
    (ｳ)断線垂下している電線には、絶対にさわらないこと。 

(ｴ)浸水、雨漏り等により冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため、安全装置

として漏電ブレーカーを取付けすること、及び必ず電気店等で点検してから使

用すること。 
 (ｵ)屋外に避難するときは、安全器またはブレーカーを必ず切ること。 
(ｶ)電気器具を再使用するときは、ガス漏れのないことや器具の安全を確認するこ

と。 
(ｷ)その他事故防止のため留意すべき事項。 

② ＰＲの方法 
     電気事故防止ＰＲについては、常日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、

ホームページおよびＳＮＳ等を利用するほか、パンフレット、チラシ等を作成、

配布し認識を深める。 
③ 停電関連 

     自治体や行政機関等を通じて、病院等の重要施設及び人工透析などの医療機器

等使用者の、災害による長時間停電に起因する二次災害を未然に防止するため、

非常用電源設備の設置や使用訓練などを要請する。 
  

第第４４  電電信信電電話話施施設設  
    風水害をはじめとする各種災害による設備被害を軽減し、安定した通信環境確保を図

るための通信設備の整備・強化とそれに関連する防災対策について定める。 
電気通信事業者は、非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共団体の

被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急復旧機材

の配備、通信輻輳対策を推進するなど、電気通信設備の安全・信頼性強化に向けた取組

を推進することに努めるものとする。 
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した建物に収容するとともに、それらに付帯する電源設備についても耐震性の確保を図

る。 
（５）水防・消防に関する施設及び設備等 

  被害の軽減を図るため、法に基づき、次の水防及び消防に関する施設および設備の整

備を図る。 
① 水防関係 

    (ｱ)ダム管理用観測設備 
    (ｲ)ダム操作用の予備発電設備 
    (ｳ)防水壁、防水扉等の浸水対策施設 
    (ｴ)排水用のポンプ設備 
    (ｵ)各種舟艇及び車両等のエンジン設備 
    (ｶ)警報用設備 

② 消防関係 
     (ｱ)消火栓、消火用屋外給水設備 
    (ｲ)各種消火器具及び消火剤 
    (ｳ)火災報知器、非常通報設備等の通信施設及び設備 
（６）石油等の流出による災害を防止する施設及び設備等 

  被害の軽減を図るため、法に基づき、次の施設及び設備の整備を図る。 
① 防油堤、流出油等防止堤、ガス検知器、漏油検知器 
② オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等資機材 

（７）その他災害復旧用施設及び設備 
  重要施設等への供給や電気設備の災害復旧を円滑に行うため、移動用発変電設備等を

確保し、整備・点検を行う。 
５５  復復旧旧用用資資機機材材等等のの確確保保及及びび整整備備  
（１）復旧用資機材の確保 

  平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努める。 
（２）復旧用資機材等の輸送 

  平常時から復旧用資機材の輸送計画を樹立しておくとともに、車両、ヘリコプター等

の輸送力確保に努める。 
（３）復旧用資機材の整備点検 

  平常時から復旧用資機材の数量把握及び整備点検を行う。 
（４）復旧用資機材資機材の広域運営 

  平常時から復旧用資機材の保有を効率的に行う。災害発生時の不足資機材の調達を迅

速、容易にするため、広域機関の「防災業務計画」に基づき、他事業者と復旧用資機材

の相互融通体制を整えておく。 
（５）食糧・医療・医薬品等生活必需品の備蓄 

  平常時から食糧、医療、医薬品等の保有量を定め、その確保及び確実な把握に努める。 
（６）復旧用資機材等の仮置場の確保 

  災害発生時に、仮置場の借用交渉を行うことは難航が予想されるため、あらかじめ公

共用地等の候補地について、地方防災会議の協力を得て、用地確保の円滑化を図る。 
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６６  電電気気事事故故のの防防止止  
（１）電気工作物の巡視、点検、調査等 

  電気工作物を常に法令に定める技術基準に適合するように保持し、さらに事故の未然

防止を図るため、定期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがある場合には、

特別の巡視）および自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査等を行い、感電

事故の防止を図るほか、漏電等により出火にいたる原因の早期発見とその改修に努める。 
（２）広報活動 

① 電気事故防止ＰＲ 
     災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故の防止を図るほか、

電気火災を未然に防止するため、一般公衆に対し、次の事項を中心に広報活動を

行う。 
    (ｱ)無断昇柱、無断工事をしないこと。 
    (ｲ)電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等、設備の異常を発見した場合は、速や

かに送配電コンタクトセンターへ通報すること。 
    (ｳ)断線垂下している電線には、絶対にさわらないこと。 

(ｴ)浸水、雨漏り等により冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため、安全装置

として漏電ブレーカーを取付けすること、及び必ず電気店等で点検してから使

用すること。 
 (ｵ)屋外に避難するときは、安全器またはブレーカーを必ず切ること。 
(ｶ)電気器具を再使用するときは、ガス漏れのないことや器具の安全を確認するこ

と。 
(ｷ)その他事故防止のため留意すべき事項。 

② ＰＲの方法 
     電気事故防止ＰＲについては、常日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、

ホームページおよびＳＮＳ等を利用するほか、パンフレット、チラシ等を作成、

配布し認識を深める。 
③ 停電関連 

     自治体や行政機関等を通じて、病院等の重要施設及び人工透析などの医療機器

等使用者の、災害による長時間停電に起因する二次災害を未然に防止するため、

非常用電源設備の設置や使用訓練などを要請する。 
  

第第４４  電電信信電電話話施施設設  
    風水害をはじめとする各種災害による設備被害を軽減し、安定した通信環境確保を図

るための通信設備の整備・強化とそれに関連する防災対策について定める。 
電気通信事業者は、非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共団体の

被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急復旧機材

の配備、通信輻輳対策を推進するなど、電気通信設備の安全・信頼性強化に向けた取組

を推進することに努めるものとする。 
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水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１５節 ライフライン施設の災害予防計画 

  １１  西西日日本本電電信信電電話話株株式式会会社社  

  ＮＴＴ西日本は、災害・重大事故が発生した場合に電気通信設備の被害を未然に防止

するため、災害に強い信頼性の高い通信設備の構築並びに災害対策機器類の配備等の電

気通信設備等の防災に関する災害業務計画を策定し、実施するものとする。 

   また、災害が発生し又は発生の恐れがある場合に重要通信を疎通させるため、関係法

令に定める地域及び災害実績等を参考とし、電気通信設備等の防災に関する計画を策定

し、実施する。 

（１）電気通信設備等の防災計画 
① 電気通信設備等の高信頼化 

(ｱ)水害対策 

       ・豪雨・洪水等の恐れがある地域にある電気通信設備等について、耐水構造化

を行う。 
        ・通信用建物は水防板・水防扉等の設置及び建物の嵩上げを実施する。 

(ｲ)風害対策 

         ・暴風の恐れがある地域にある電気通信設備等について、耐風構造化を行う。 

        ・無線鉄塔をはじめ構造物全体を耐風構造とする。 

       ・電柱については、風圧に対応できる耐風構造とする。 

(ｳ)火災対策 

         ・火災に備え、主要な電気通信設備等について耐火構造化を行う。 
       ・建物の不燃化並びに耐火構造化を実施するとともに延焼防災のため防火扉、        

防火シャッターを設置する。 
         ・火災報知器・警報設備並びに消火設備を常備する。 

② 電気通信システムの高信頼化 
(ｱ)重要通信センターの分散設置並びに中継伝送路の他ルート構成あるいはルー

プ化構造とする。 
(ｲ)通信ケーブルの地中化を推進する。                                  
(ｳ)重要な電気通信設備について必要な予備電源を設置する。 
(ｴ)重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を

確保するため、２ルート化を推進する。 
（２）災害対策用機器並びに車両の確保 

  災害が発生した場合において、電気通信サービスを確保し、被害を迅速に復旧するた

めに災害対策用機器並びに車両を配備する。 
（３）災害対策用資機材等の確保と整備 

① 災害対策用資機材等の確保 
災害応急対策及び災害復旧を実施するため、平常時から復旧用資材、器具、工

具、防災用機材、消耗品等の確保に努める。 

② 災害対策用資機材等の輸送 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策用機器、資

材及び物資等の輸送を円滑に行うため、必要に応じ、あらかじめ輸送ルート、確

保すべき車両、ヘリコプター等の種類及び数量並びに社外に輸送を依頼する場合

水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１５節 ライフライン施設の災害予防計画 

の連絡方法等の輸送計画を定めておくとともに、輸送力の確保に努める。 

③ 災害対策用資機材等の整備点検 

災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、必要な整備点

検を行い非常事態に備える。 

④ 食料、医薬品等生活必需品の備蓄 

非常事態に備え食糧、飲料水、医薬品、被服、生活用備品等の保有量を定めて

確保する。 

（４）情報伝達方法の確保 
   災害時等の緊急情報伝達に備え、必要な会社間・会社内の組織及びグループ会社等 

と迅速かつ的確に伝達するため、その経路・方法・連絡責任者の指名、その他必要事項

を整備し、維持する。 

（５）防災に対する教育、訓練 
① 防災業務を安全かつ迅速に遂行しうるよう、社員等に対し防災意識を啓発し、

必要な教育を実施する。 

② 県、市町村防災会議等が主催する総合的な防災訓練に積極的に参画する。 

（６）災害時優先電話 
   県、市町村及び防災関係各機関の申し出により、あらかじめ指定した加入電話を災害

時優先措置するものとする。             

  なお、県、市町村及び防災関係機関は、各機関の加入電話が災害時優先措置されるよ

うＮＴＴ西日本に申し出により、協議し決定するものとする。 

  ２２  株株式式会会社社ドドココモモＣＣＳＳ関関西西（（携携帯帯電電話話））  

株式会社ドコモＣＳ関西は、ＮＴＴグループで定めている「防災業務計画」に基づき、

以下のとおり実施する。 
（１）防災教育、防災訓練、総合防災訓練への参加 

① 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社員の安全確保を図

るとともに関係社員が迅速かつ適切に防災業務を遂行しうるよう防災に関する教

育を実施する。 
② 防災を円滑、かつ迅速に実施するため、防災訓練を年１回以上実施する。 
③ 中央防災会議、或いは地方防災会議等が主催して行う総合的な防災訓練に積極

的に参加し、これに協力する。 
（２）電気通信設備等に対する防災計画 

① 電気通信設備等の高信頼化 
災害の発生を未然に防止するため、電気通信設備と、その附帯設備（建物を含

む。以下「電気通信設備等」という。）の防災設計を実施する。 
② 電気通信システムの高信頼化 

災害が発生した場合においても通信を確保するため、通信網の整備を行う。 
③ 電気通信処理システムに関するデータベース等の防災化 

電気通信設備の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通信システム

等のファイル類について災害時における滅失、若しくは損壊を防止するため、保

管場所の分散、耐火構造容器への保管等の措置を講ずる。 

 94  95 

水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   94水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   94 2022/03/12   9:46:502022/03/12   9:46:50



水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１５節 ライフライン施設の災害予防計画 

  １１  西西日日本本電電信信電電話話株株式式会会社社  

  ＮＴＴ西日本は、災害・重大事故が発生した場合に電気通信設備の被害を未然に防止

するため、災害に強い信頼性の高い通信設備の構築並びに災害対策機器類の配備等の電

気通信設備等の防災に関する災害業務計画を策定し、実施するものとする。 

   また、災害が発生し又は発生の恐れがある場合に重要通信を疎通させるため、関係法

令に定める地域及び災害実績等を参考とし、電気通信設備等の防災に関する計画を策定

し、実施する。 

（１）電気通信設備等の防災計画 
① 電気通信設備等の高信頼化 

(ｱ)水害対策 

       ・豪雨・洪水等の恐れがある地域にある電気通信設備等について、耐水構造化

を行う。 
        ・通信用建物は水防板・水防扉等の設置及び建物の嵩上げを実施する。 

(ｲ)風害対策 

         ・暴風の恐れがある地域にある電気通信設備等について、耐風構造化を行う。 

        ・無線鉄塔をはじめ構造物全体を耐風構造とする。 

       ・電柱については、風圧に対応できる耐風構造とする。 

(ｳ)火災対策 

         ・火災に備え、主要な電気通信設備等について耐火構造化を行う。 
       ・建物の不燃化並びに耐火構造化を実施するとともに延焼防災のため防火扉、        

防火シャッターを設置する。 
         ・火災報知器・警報設備並びに消火設備を常備する。 

② 電気通信システムの高信頼化 
(ｱ)重要通信センターの分散設置並びに中継伝送路の他ルート構成あるいはルー

プ化構造とする。 
(ｲ)通信ケーブルの地中化を推進する。                                  
(ｳ)重要な電気通信設備について必要な予備電源を設置する。 
(ｴ)重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を

確保するため、２ルート化を推進する。 
（２）災害対策用機器並びに車両の確保 

  災害が発生した場合において、電気通信サービスを確保し、被害を迅速に復旧するた

めに災害対策用機器並びに車両を配備する。 
（３）災害対策用資機材等の確保と整備 

① 災害対策用資機材等の確保 
災害応急対策及び災害復旧を実施するため、平常時から復旧用資材、器具、工

具、防災用機材、消耗品等の確保に努める。 

② 災害対策用資機材等の輸送 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策用機器、資

材及び物資等の輸送を円滑に行うため、必要に応じ、あらかじめ輸送ルート、確

保すべき車両、ヘリコプター等の種類及び数量並びに社外に輸送を依頼する場合
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の連絡方法等の輸送計画を定めておくとともに、輸送力の確保に努める。 

③ 災害対策用資機材等の整備点検 

災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、必要な整備点

検を行い非常事態に備える。 

④ 食料、医薬品等生活必需品の備蓄 

非常事態に備え食糧、飲料水、医薬品、被服、生活用備品等の保有量を定めて

確保する。 

（４）情報伝達方法の確保 
   災害時等の緊急情報伝達に備え、必要な会社間・会社内の組織及びグループ会社等 

と迅速かつ的確に伝達するため、その経路・方法・連絡責任者の指名、その他必要事項

を整備し、維持する。 

（５）防災に対する教育、訓練 
① 防災業務を安全かつ迅速に遂行しうるよう、社員等に対し防災意識を啓発し、

必要な教育を実施する。 

② 県、市町村防災会議等が主催する総合的な防災訓練に積極的に参画する。 

（６）災害時優先電話 
   県、市町村及び防災関係各機関の申し出により、あらかじめ指定した加入電話を災害

時優先措置するものとする。             

  なお、県、市町村及び防災関係機関は、各機関の加入電話が災害時優先措置されるよ

うＮＴＴ西日本に申し出により、協議し決定するものとする。 

  ２２  株株式式会会社社ドドココモモＣＣＳＳ関関西西（（携携帯帯電電話話））  

株式会社ドコモＣＳ関西は、ＮＴＴグループで定めている「防災業務計画」に基づき、

以下のとおり実施する。 
（１）防災教育、防災訓練、総合防災訓練への参加 

① 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社員の安全確保を図

るとともに関係社員が迅速かつ適切に防災業務を遂行しうるよう防災に関する教

育を実施する。 
② 防災を円滑、かつ迅速に実施するため、防災訓練を年１回以上実施する。 
③ 中央防災会議、或いは地方防災会議等が主催して行う総合的な防災訓練に積極

的に参加し、これに協力する。 
（２）電気通信設備等に対する防災計画 

① 電気通信設備等の高信頼化 
災害の発生を未然に防止するため、電気通信設備と、その附帯設備（建物を含

む。以下「電気通信設備等」という。）の防災設計を実施する。 
② 電気通信システムの高信頼化 

災害が発生した場合においても通信を確保するため、通信網の整備を行う。 
③ 電気通信処理システムに関するデータベース等の防災化 

電気通信設備の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通信システム

等のファイル類について災害時における滅失、若しくは損壊を防止するため、保

管場所の分散、耐火構造容器への保管等の措置を講ずる。 

 94  95 

水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   95水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   95 2022/03/12   9:46:502022/03/12   9:46:50



水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１５節 ライフライン施設の災害予防計画 

④ 災害時措置計画 
災害時等において、重要通信の確保を図るため、伝送措置、交換措置及び網措

置に関する措置計画を作成し、現行化を図る。 
（３）重要通信の確保 

① 災害時に備え、重要通信に関するデータベースを整備する。 
② 常時そ通状況を管理し、通信リソースを効率的に運用する。 
③ 災害時には、設備の状況を監視しつつ必要に応じてトラヒックコントロールを

行い電気通信のそ通を図り、重要通信を確保する。 
（４）災害対策用機器及び車両等の配備 
災害発生時において通信を確保し、又は災害を迅速に復旧するためにあらかじめ保管

場所及び数量を定め、必要に応じて機器及び車両等を配備する。 
（５） 災害対策用資機材等の確保と整備 

① 災害対策用資機材等の確保 
災害応急対策及び災害復旧を実施するため、平常時から復旧用資材、器具、工

具、防災用機材、消耗品等の確保に努める。 
② 災害対策用資機材等の輸送 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策用機器、資

材及び物資等の輸送を円滑に行うため、必要に応じ、あらかじめ輸送ルート、確

保すべき車両、船舶、ヘリコプター等の種類及び数量並びに社外に輸送を依頼す

る場合の連絡方法等の輸送計画を定めておくとともに、輸送力の確保に努める。 
③ 災害対策用資機材等の整備点検 

災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、必要な整備点

検を行い非常事態に備える。 
④ 災害対策用資機材等の広域運営 

移動通信に関わる全国に展開する主要な災害対策用資機材の効率的な運用を図

るため、必要に応じて配備等の調整を図る。 
⑤ 食料、医薬品等生活必需品の備蓄 

非常事態に備え食糧、飲料水、医薬品、被服、生活用備品等の保有量を定めて

確保する。 
⑥ 災害対策用資機材等の仮置場 

    災害対策用資機材等の仮置場について、非常事態下の借用交渉の難航が予想さ

れるため、あらかじめ公共用地等の候補地について、地方防災会議の協力を得て、

非常事態下の用地確保の円滑化を図る。 
３３  ＫＫＤＤＤＤＩＩ株株式式会会社社（（携携帯帯電電話話））  
ＫＤＤＩ株式会社は、防災業務計画の定めるとおり以下を実施するものとする。 

（１）防災に関する関係機関との連絡調整 
災害に際して、防災業務が円滑かつ効率的に行われるよう平素から次のとおり関係機

関と密接な連絡調整を行うものとする。 
① 本社においては、総務省及び内閣府その他関係政府機関並びに関係公共機関と

防災に係る計画に関して連絡調整を図る。 
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② 総支社においては、当該地域における関係行政機関及び関係公共機関と防災に

係る計画に関して連絡調整を図る。 
③ 各事業所においては、必要に応じて当該地域における関係行政機関及び関係公

共機関と防災に係る計画に関して連絡調整を図る。 
（２）通信設備等に対する防災設計 
災害の発生を未然に防止するため、予想される災害の種類、規模等について十分調査

し、これに対する耐災害性を考慮して通信設備等の防災設計を行うものとする。また、

主要な通信設備等については予備電源を設置する。 
（３）通信網等の整備 
災害時においても通信の不通又は極端な疎通低下を防止するため、次により通信網の

整備を行うものとする。 
① 網制御・交換設備及びその付帯設備の分散設置を図る。 
② 伝送路については、所要の信頼性を維持するため、海底ケーブル、陸上光ケー

ブル、通信衛星等により可能な限り多ルート化を図る。 
（４）災害対策用機器、車両等の配備 
災害発生時において通信を確保し、又は災害を迅速に復旧するため、必要とする事業

所に緊急連絡用設備、代替回線又は臨時回線の設定に必要な通信機器、運搬用車両その

他防災用機器等を配備するものとする。 
（５）災害時における通信の疎通計画 
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、重要な通信（電気通信事業

法（昭和５９年法律第８６号）第８条第１項及び電気通信事業法施行規則（昭和６０年

郵政省令第２５号）第５５条に規定する通信。以下同じ。）の確保を図るため、通信の疎

通、施設の応急復旧等に関する緊急疎通措置、緊急復旧措置等に関する計画を作成し、

現在に則して適宜実施するものとする。 
（６）社員の動員計画 
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、通信の疎通又は応急復旧に

必要な社員の動員を円滑に行うため、社員の非常招集、非常配置等について、あらかじ

めその措置方法を定めておくものとする。 
（７）社外関係機関に対する応援又は協力の要請 
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社外関係機関に対し、応援

の要請又は協力を求める必要があることを想定し、応援要員の派遣、燃料、食糧等の特

別支給、交通規制の特別解除、資材等の輸送援助、通信用電源の確保等について、あら

かじめその措置方法を定めておくものとする。 
（８）防災に関する教育、訓練 

① 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社員の安全の確保を

図るとともに関係社員が迅速かつ適切な防災業務を遂行できるよう、必要な教育

を実施し、防災に関する知識の普及及び向上を図るものとする。 
② 防災業務を円滑かつ適切に実施するため、災害発生に係る情報の収集･伝達、災

害対策本部等の設置、非常召集･参集、災害時における通信の疎通確保、電気通信

設備等の災害応急復旧、災害対策用機器の操作、消防･水防、避難･救護等に関す
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る防災訓練を毎年１回は実施するとともに、防災体制の見直しと必要な改善を図

るものとする。 
③ 訓練の実施に当たっては、被害想定や実施時間を工夫するなど実践的なものと

なるよう努めるとともに、国、関係地方公共団体等が実施する総合防災訓練に参

加する等これら機関との連携も考慮して行うものとする。 
４４  ソソフフトトババンンクク株株式式会会社社（（携携帯帯電電話話））  
ソフトバンク株式会社（以下、SB）では、「情報＝ライフライン」ということを自覚

し、災害時でもサービスが確保できるよう、通信設備に対する防災設計を行い、災害に

強い通信設備の構築を図るとともに、災害対策用機器、車両等の配備、社内体制などを

整備し、従業員が迅速かつ適切に防災業務を遂行できるよう、従業員に対する教育・訓

練を毎年実施している。 
  災害発生時において、最大限の通信サービスが確保できるよう、ネットワークの安全、

信頼性の向上に努めており、災害発生によるネットワークトラブルに備え、早期復旧に

向けた体制を構築し、安心して携帯電話サービスをご利用いただけるよう取り組んでい

る。 

（１）顧客への発災時の支援 
大規模災害が発生した際に、通信サービスの確保ができるように、社内の防災関係業

務を整備し、災害に備えた対策と指針づくりを行い、関係機関との緊密な連携を図りな

がら、いざという時に備えている。 
① 停電対策 
② 伝送路対策 

③ 移動基地局車・可搬型衛星基地局の配備 
(ｱ)移動電源車 
(ｲ)移動無線基地局車 

    (ｳ)可搬型無線機 

④ 緊急時・災害時の通信網整備 
（２）社内体制の整備 
大規模災害が発生した際に、通信サービスの確保が迅速に行えるよう、社内の防災関

係業務を整備し、体制や連絡網の整備、防災備蓄品の配備を行っている。 

① 対応マニュアルの徹底 
② 非常時体制の確立と連絡網の整備 
③ 防災備蓄品の配備 

【災害対策用設備および防災備蓄品の配備】 

災害時に、通信網の早期復旧を図るため、災害対策用設備（非常用発電機、車載型無

線基地局、移動電源車など）を全国各地に配置し、復旧資材および予備備品なども確保

している。 

併せて、飲料水および食料など、生活必需品も全国の拠点に備蓄している。 

（３）防災訓練の実施 
毎年大規模災害に備えた全社規模の総合防災訓練を実施しており、地方拠点において

も、地域特性に合わせた防災訓練を行い、災害の発生に備えている。 

水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１５節 ライフライン施設の災害予防計画 

① ネットワーク障害対応訓練 
② 安否確認訓練 
③ 火災・地震の対応訓練 

（４）応急復旧設備の配備 
  代替基地局設備 

① 基地局の代替サービスエリアの確保 

② 代替基地局の研究開発 

 

第第５５  都都市市ガガスス（（ガガスス事事業業者者）） 

 各ガス事業者は、ガス施設において、災害発生の未然防止はもちろんのこと、災害が

発生した場合にもその被害を最小限にとどめるために、平常時から防災施設及びガス工

作物の設置及び維持管理の基準、防災に関する教育訓練、防災知識の普及等の総合的な

災害予防対策を推進する。 

１１  大大阪阪ガガスス株株式式会会社社  
（１）防災体制の整備 

  保安規程に基づき「防災業務計画」及び「ガス漏洩及びガス事故等処理要領」等によ

り、当社及び関係工事会社等に対し保安体制並びに非常体制の具体的措置を定める。 

（２）ガス施設対策の実施 

  風水害の発生が予報される場合は、あらかじめ定めた主要供給路線、橋梁架管及び浸

 水の恐れのある地下マンホール内の整圧器等の点検を実施する。 

（３）その他防災設備 

   ① 検知・警報設備の設置 

     災害発生時において速やかな状況把握を行い所要の措置を講ずるため、必要に

応じ、供給所等に遠隔監視機能を持った次の設備を設置する。 

    ア ガス漏れ警報設備   イ 圧力計・流量計 

     ②  連絡・通信設備の整備 

         災害発生時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うと共に、ガス工作物の遠隔

監視・操作を的確に行うため、無線通信設備等の連絡通信設備を整備する。 

   ③ 資機材の点検整備 

（４）教育訓練 

  社員等関係者に対する防災教育 

（５）広報活動 

   ① 顧客に対する周知 

     パンフレット等を利用してガスの正しい使い方及びガス漏れの際の注意事項等

を周知する。 

   ② 土木建設関係者に対する周知 

     建設工事の際のガス施設損傷による災害を防止するため、ガス供給施設に関す

る知識の普及を図るとともに、ガス事故防止に当たっての注意事項を周知する。 

  
  

 98  99 

水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   98水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   98 2022/03/12   9:46:512022/03/12   9:46:51



水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１５節 ライフライン施設の災害予防計画 

る防災訓練を毎年１回は実施するとともに、防災体制の見直しと必要な改善を図

るものとする。 
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ソフトバンク株式会社（以下、SB）では、「情報＝ライフライン」ということを自覚

し、災害時でもサービスが確保できるよう、通信設備に対する防災設計を行い、災害に

強い通信設備の構築を図るとともに、災害対策用機器、車両等の配備、社内体制などを

整備し、従業員が迅速かつ適切に防災業務を遂行できるよう、従業員に対する教育・訓

練を毎年実施している。 
  災害発生時において、最大限の通信サービスが確保できるよう、ネットワークの安全、

信頼性の向上に努めており、災害発生によるネットワークトラブルに備え、早期復旧に

向けた体制を構築し、安心して携帯電話サービスをご利用いただけるよう取り組んでい

る。 

（１）顧客への発災時の支援 
大規模災害が発生した際に、通信サービスの確保ができるように、社内の防災関係業

務を整備し、災害に備えた対策と指針づくりを行い、関係機関との緊密な連携を図りな

がら、いざという時に備えている。 
① 停電対策 
② 伝送路対策 

③ 移動基地局車・可搬型衛星基地局の配備 
(ｱ)移動電源車 
(ｲ)移動無線基地局車 

    (ｳ)可搬型無線機 

④ 緊急時・災害時の通信網整備 
（２）社内体制の整備 
大規模災害が発生した際に、通信サービスの確保が迅速に行えるよう、社内の防災関

係業務を整備し、体制や連絡網の整備、防災備蓄品の配備を行っている。 

① 対応マニュアルの徹底 
② 非常時体制の確立と連絡網の整備 
③ 防災備蓄品の配備 

【災害対策用設備および防災備蓄品の配備】 

災害時に、通信網の早期復旧を図るため、災害対策用設備（非常用発電機、車載型無

線基地局、移動電源車など）を全国各地に配置し、復旧資材および予備備品なども確保

している。 

併せて、飲料水および食料など、生活必需品も全国の拠点に備蓄している。 

（３）防災訓練の実施 
毎年大規模災害に備えた全社規模の総合防災訓練を実施しており、地方拠点において

も、地域特性に合わせた防災訓練を行い、災害の発生に備えている。 
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① ネットワーク障害対応訓練 
② 安否確認訓練 
③ 火災・地震の対応訓練 

（４）応急復旧設備の配備 
  代替基地局設備 

① 基地局の代替サービスエリアの確保 

② 代替基地局の研究開発 

 

第第５５  都都市市ガガスス（（ガガスス事事業業者者）） 

 各ガス事業者は、ガス施設において、災害発生の未然防止はもちろんのこと、災害が

発生した場合にもその被害を最小限にとどめるために、平常時から防災施設及びガス工

作物の設置及び維持管理の基準、防災に関する教育訓練、防災知識の普及等の総合的な

災害予防対策を推進する。 

１１  大大阪阪ガガスス株株式式会会社社  
（１）防災体制の整備 

  保安規程に基づき「防災業務計画」及び「ガス漏洩及びガス事故等処理要領」等によ

り、当社及び関係工事会社等に対し保安体制並びに非常体制の具体的措置を定める。 

（２）ガス施設対策の実施 

  風水害の発生が予報される場合は、あらかじめ定めた主要供給路線、橋梁架管及び浸

 水の恐れのある地下マンホール内の整圧器等の点検を実施する。 

（３）その他防災設備 

   ① 検知・警報設備の設置 

     災害発生時において速やかな状況把握を行い所要の措置を講ずるため、必要に

応じ、供給所等に遠隔監視機能を持った次の設備を設置する。 

    ア ガス漏れ警報設備   イ 圧力計・流量計 

     ②  連絡・通信設備の整備 

         災害発生時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うと共に、ガス工作物の遠隔

監視・操作を的確に行うため、無線通信設備等の連絡通信設備を整備する。 

   ③ 資機材の点検整備 

（４）教育訓練 

  社員等関係者に対する防災教育 

（５）広報活動 

   ① 顧客に対する周知 

     パンフレット等を利用してガスの正しい使い方及びガス漏れの際の注意事項等

を周知する。 

   ② 土木建設関係者に対する周知 

     建設工事の際のガス施設損傷による災害を防止するため、ガス供給施設に関す

る知識の普及を図るとともに、ガス事故防止に当たっての注意事項を周知する。 

  
  

 98  99 

水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   99水害・土砂災害等編　令和4年2月.indd   99 2022/03/12   9:46:512022/03/12   9:46:51



水害・土砂災害等編 
第２章 災害予防計画 第１５節 ライフライン施設の災害予防計画 

２２  大大和和ガガスス株株式式会会社社 
（１）防災体制の整備 

   ガス保安規程に基づく「ガス漏洩及びガス事故等処理要領」等により、当社及び関係

工事会社等に対し保安体制並びに非常体制の具体的措置を定める。 
（２）施設対策 

   災害によるガス漏洩を防止するため、次のような供給施設の強化と保全を図る。 
① ガス供給施設の耐震性確保 

     供給所等のガス施設について、各種災害に耐えうる十分な強度の確保と緊急操

作設備の充実強化を図る。 
   ② ガスの安定供給 
        大規模地震発生時に二次災害発生のおそれがある地域の一時的なガス供給停止

と他の地域へのガス供給継続を可能にするため、導管網をブロック化するシステ

ムを推進する。 
③ 緊急用資材の確保 

（３）その他防災設置 
     ① 埋設導管で経年化をたどっているものから順次、耐震性と可とう性に優れたポ

リエチレン管および鋼管に取り替えを推進してゆく。 
② 連絡・通信設備の整備 

       災害時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うとともに遠隔監視・操作を行うた

め、連絡設備を整備する。 
     ③ 教育訓練 
    (ｱ)災害想定訓練を繰り返し実施する。 
       (ｲ)日本ガス協会近畿部会が行う、ガス漏洩対応訓練に積極的に参加して社員のレ

ベルアップを図る。 
   ④ 広報活動 
       災害時の対応について平常時から広報活動を実施し、市民の意識向上を図る。 
    (ｱ)二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する。 
    (ｲ)被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し

広報する。 
３３  桜桜井井ガガスス株株式式会会社社  
（１）防災体制の確立 

   保安規程に基づき「ガス漏洩及び導管事故等処理要領」等により当社および関係工事

会社の保安体制並びに非常体制の具体的措置を定める。 
  （２）設備対策 
   ① 風水害の発生が予報される場合は、あらかじめ定めた主要供給路線、橋梁架管

及び整圧器等の点検を実施する。 
② 防火管理者を選任し、建物・構造物、火気使用場所、危険物関係施設、電気・

機械設備、消火設備、警報設備、避難・救助設備、非常用発電設備、作業以外の

火気等の事項について、一定の周期をもって予防点検を実施する。 
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（３）その他の対策 
① 検知・警報設備の設置 
災害発生時において速やかな状況把握を行い所用の措置を講ずるため、必要に応

じ供給所等に遠隔監視機能を持った次の設備を設置する。 
ア ガス漏れ警報設備  イ 圧力計・流量計 

② 通信施設の充実 
災害発生時に通信手段を確保するため、社内無線通信網を保持し、社外との連

絡体制を確保するため、衛星携帯電話を保持する。 
      ③ 資機材の整備及び確保 
（４）教育訓練 
当社及び関係工事会社の従業員に対し、ガス漏洩及び導管事故等の緊急措置を重点に

教育を実施し、安全意識の向上を図る。 
（５）広報活動 

    パンフレット等を利用してガスの正しい使い方及びガス漏れの際の注意事項を周知

する。 
４４  五五条条ガガスス株株式式会会社社    
（１）防災体制の整備 
（２）施設対策 

① 製造所・供給設備 
    製造設備、供給設備はガス事業法その他関連法規、基準に従って設置するととも

に、防消火設備、保安電力設備等を整備する。災害予防対策としては、保安規程に

より作成した点検基準に基づいて維持管理を行う。 
② 導管及び付属施設の設置及び維持管理 

（３）その他の対策 
①  防災機能を盛り込んだ製造供給システムの確立 

     (ｱ)導管網のブロック化 
災害発生時に、ガスによる二次災害の防止と復旧活動迅速化のため、導管網の

ブロック化を行う。 
     (ｲ)通信設備関係 
     業務用無線、災害時優先電話、携帯電話等複数の通信手段を整備する。 
    (ｳ)緊急資材の整備 

緊急事故が発生した場合、早急に復旧若しくは応急措置ができるように、緊急

資材を保有しその点検を行う。  
（４）教育訓練 

   ① 教育 
従業員に対し防災に関する基礎知識、事故防止及び緊急措置を重点に教育し、

保安意識の向上を図る。  
② 訓練 

(ｱ)緊急事故処理訓練 
      (ｲ)非常招集訓練 
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２２  大大和和ガガスス株株式式会会社社 
（１）防災体制の整備 

   ガス保安規程に基づく「ガス漏洩及びガス事故等処理要領」等により、当社及び関係

工事会社等に対し保安体制並びに非常体制の具体的措置を定める。 
（２）施設対策 

   災害によるガス漏洩を防止するため、次のような供給施設の強化と保全を図る。 
① ガス供給施設の耐震性確保 

     供給所等のガス施設について、各種災害に耐えうる十分な強度の確保と緊急操

作設備の充実強化を図る。 
   ② ガスの安定供給 
        大規模地震発生時に二次災害発生のおそれがある地域の一時的なガス供給停止

と他の地域へのガス供給継続を可能にするため、導管網をブロック化するシステ

ムを推進する。 
③ 緊急用資材の確保 

（３）その他防災設置 
     ① 埋設導管で経年化をたどっているものから順次、耐震性と可とう性に優れたポ

リエチレン管および鋼管に取り替えを推進してゆく。 
② 連絡・通信設備の整備 

       災害時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うとともに遠隔監視・操作を行うた

め、連絡設備を整備する。 
     ③ 教育訓練 
    (ｱ)災害想定訓練を繰り返し実施する。 
       (ｲ)日本ガス協会近畿部会が行う、ガス漏洩対応訓練に積極的に参加して社員のレ

ベルアップを図る。 
   ④ 広報活動 
       災害時の対応について平常時から広報活動を実施し、市民の意識向上を図る。 
    (ｱ)二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する。 
    (ｲ)被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し

広報する。 
３３  桜桜井井ガガスス株株式式会会社社  
（１）防災体制の確立 

   保安規程に基づき「ガス漏洩及び導管事故等処理要領」等により当社および関係工事

会社の保安体制並びに非常体制の具体的措置を定める。 
  （２）設備対策 
   ① 風水害の発生が予報される場合は、あらかじめ定めた主要供給路線、橋梁架管

及び整圧器等の点検を実施する。 
② 防火管理者を選任し、建物・構造物、火気使用場所、危険物関係施設、電気・

機械設備、消火設備、警報設備、避難・救助設備、非常用発電設備、作業以外の

火気等の事項について、一定の周期をもって予防点検を実施する。 
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（３）その他の対策 
① 検知・警報設備の設置 
災害発生時において速やかな状況把握を行い所用の措置を講ずるため、必要に応

じ供給所等に遠隔監視機能を持った次の設備を設置する。 
ア ガス漏れ警報設備  イ 圧力計・流量計 

② 通信施設の充実 
災害発生時に通信手段を確保するため、社内無線通信網を保持し、社外との連

絡体制を確保するため、衛星携帯電話を保持する。 
      ③ 資機材の整備及び確保 
（４）教育訓練 
当社及び関係工事会社の従業員に対し、ガス漏洩及び導管事故等の緊急措置を重点に

教育を実施し、安全意識の向上を図る。 
（５）広報活動 

    パンフレット等を利用してガスの正しい使い方及びガス漏れの際の注意事項を周知

する。 
４４  五五条条ガガスス株株式式会会社社    
（１）防災体制の整備 
（２）施設対策 

① 製造所・供給設備 
    製造設備、供給設備はガス事業法その他関連法規、基準に従って設置するととも

に、防消火設備、保安電力設備等を整備する。災害予防対策としては、保安規程に

より作成した点検基準に基づいて維持管理を行う。 
② 導管及び付属施設の設置及び維持管理 

（３）その他の対策 
①  防災機能を盛り込んだ製造供給システムの確立 

     (ｱ)導管網のブロック化 
災害発生時に、ガスによる二次災害の防止と復旧活動迅速化のため、導管網の

ブロック化を行う。 
     (ｲ)通信設備関係 
     業務用無線、災害時優先電話、携帯電話等複数の通信手段を整備する。 
    (ｳ)緊急資材の整備 

緊急事故が発生した場合、早急に復旧若しくは応急措置ができるように、緊急

資材を保有しその点検を行う。  
（４）教育訓練 

   ① 教育 
従業員に対し防災に関する基礎知識、事故防止及び緊急措置を重点に教育し、

保安意識の向上を図る。  
② 訓練 

(ｱ)緊急事故処理訓練 
      (ｲ)非常招集訓練 
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（５）広報活動の実施 
５５  株株式式会会社社大大武武 

（１）防災体制の整備 
   保安規定に基づき「ガス漏洩及び導管事故等処理要領」等により、当社及び関係工事

会社等に対し保安体制並びに非常体制の具体的措置を定める。 
（２）施設対策 
 風水害の発生が予想される場合は、あらかじめ定めた主要供給路線、橋梁架管及び 
整圧器等の巡視点検を実施する。 
（３）その他の対策 

① 検知・警報設備の設置 
災害発生時において速やかな状況把握を行い所用の措置を講ずるため、必要に

応じ整圧器等に遠隔監視機能を持ったガス漏れ警報設備等を設置する。 
② 連絡・通信設備の整備 

災害発生時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うため、無線通信設備等の連

絡通信設備を整備する。 
   ③ 資機材の整備及び確保 
（４）教育訓練 
当社及び関係工事会社の従業員に対し、防災教育・訓練を実施し安全意識の向上を図

る。 
（５）広報活動 

    パンフレット等を利用してガスの正しい使い方及びガス漏れの際の注意事項を周知

する。 
 

水害・土砂災害等計画編 
第２章 災害予防計画 第１６節 危険物施設等災害予防計画 

第第１１６６節節  危危険険物物施施設設等等災災害害予予防防計計画画  
（消防救急課、福祉医療部） 

 
 
 
 
 
 
第第１１  危危険険物物施施設設  
県、消防機関及び危険物施設の管理者等は、危険物の火災、流出事故等の災害の発生

を予防するため、消防法に基づき関係者及び事業所に対する取り締まり並びに保安対策

の強化に努める。  
  １１  県県、、消消防防機機関関がが実実施施すするる対対策策  
 （１）関係機関は、危険物施設及び貯蔵されている危険物の種類、数量の把握を徹底す

る。 
（２）関係機関は、立入検査等を実施し関係法令を遵守させる。 
（３）関係機関は、危険物施設の設置又は変更の許可にあたって、水害等による影響を

十分考慮した位置及び構造とするよう指導する。 
（４）関係機関は、既設の危険物施設について、施設の管理者に対し水害等発生時の安

全確保について再点検を求めるほか、必要に応じ改修、改造、移転等の指導、助言

を行う。 
（５）関係機関は、危険物関係職員及び施設関係者に対して関係法令及び災害防除の具

体的方法について視聴覚教育を含む的確な教育を行う。 
（６）消防機関は、化学消防自動車等の整備に努め、化学消防力の強化を図る。 

  ２２  危危険険物物施施設設のの管管理理者者がが実実施施すするる対対策策  
 （１）危険物取扱事業所は、次のとおり自主防災体制を整備する。 

① 防災資機材の整備及び化学消火剤の備蓄 
② 自主的な防災組織の結成 
③ 保安教育の充実 
④ 防災訓練の実施 

 （２）危険物取扱事業所は、施設の基準や定期点検の規定を遵守するとともに、設置地

盤の状況を調査し耐震性の強化に努める。 
また、大規模な危険物施設を有する事業所等は、地域住民に対する安全を図るた

め防火壁、防風林、防火地帯等の設置を検討する。 
  
第第２２  高高圧圧ガガスス・・ＬＬＰＰガガスス施施設設  
県及び高圧ガス・ＬＰガス事業者等は、ガス爆発等の一次災害を防止し、さらに公共

の安全を確保するため、「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律」及び「ガス事業法」に基づき、次の保安対策の計画及び実施に努める。  

県、市町村及び関係団体は、危険物施設の火災や、ガス爆発及び火薬類による災害の発

生を未然に防ぐため、消防法に基づく取り締まりや、保安対策の計画及び実施に努める。 
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